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□はじめに 

 長野県内の介護職員数は、介護需要が最も大きくなる平成 37年（2025年）には、平成

26年（2014）より 1.2万人多い、約 4.6万人が必要になると推計され、誰もが住み慣れた

地域で安全・安心に暮らし続けることができる社会の実現に向けて、介護を必要とする高

齢者等を支える人材の確保が喫緊の課題となっています。 

 

□これまでの経過 

 平成 26年度に関係機関や団体が参画して立ち上げた、「長野県福祉・介護人材確保ネッ

トワーク会議」では、これまで、様々な事業を立案し協働してきました。 

ネットワーク会議の部会の一つである「人材育成部会」では、県内福祉・介護事業所に

おけるキャリアパス構築・人材育成への取組に関する調査（H26－H27）を経て、「長野県

版キャリアパス・モデル（モデル給与規程・給与表）」を作成し、平成 28年 3月に一つの

例としてお示ししたところです。 

 この「長野県版キャリアパス・モデル（モデル給与規程・給与表）」は、比較的、規模が

大きな法人の実際の給与規程・給与表などを基にして、一つの参考例としてお示ししまし

たが、キャリアパス構築・人材育成に関しては、より具体的な例を示していくことが必要

との課題が残りました。 

 

□事例集作成の趣旨 

 介護職場における介護職員等の確保と定着を進めていくためには、現場の職員の皆さん

が、専門性を活かし、将来を見据えて働き続けられる環境を実現していくことが必要であ

り、その手段として、各事業所におけるキャリアパスの構築と研修等の充実による人材育

成への取組が有効であると考えられます。 

 

 介護事業所におけるキャリアパスの構築と研修等による人材育成は、事業所の規模や、

ベースとなる法人種別（社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人等）が様々であり、それぞ

れの事業所が掲げる理念や、目指すべきサービスの姿、抱える課題や、介護事業を展開す

るに至った背景等に違いがあるため、事業所の数だけ、キャリアパス構築・人材育成の方

法（やり方）が存在するとも言えます。 

 また、県内でキャリアパス構築や人材育成に取り組んでいる事業所の多くが、その取組

の中で新たな課題等に直面し、現在も、日々、見直しを図っている現状にあります。 

  

本事例集では、こうした現状や先に触れたこれまでの経過を踏まえ、統一的・画一的な

ものではなく、県内事業所で実践されているキャリアパス構築・人材育成の取組のいくつ

かを、従業員数の多い法人順に分かりやすい形で紹介しています。 

それぞれの取組について特徴的なものを紹介していますが、そのどれもが事業所の実態

等を反映して、前向きに取り組まれているものばかりです。 

 

この事例集が、県内介護事業所のキャリアパス構築・人材育成の取組促進の一助となれ

ば幸いです。 

  

 

長野県福祉・介護人材確保ネットワーク会議 人材育成部会長 
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地域の要望に応えるために、開設当

初から職員の育成に取り組む 
 

ローマンうえだは、「この地で安心して暮ら

し続けたい」との地域住民 8,000 人の設立署 

名に応える形で、平成 14 年（2002 年）9 月に、

上田市豊殿地区に開設しました。 

年度途中の特別養護老人ホーム開設という

こともあり、スタート時の介護福祉士の割合は

4 割、ヘルパー2 級者のうち他産業からの介護

未経験者が半数以上を占め、専門性を持った職

員が少ない中でのスタートでした。 

入所者の９割は認知症をもつ人で、しばらく

はケアに追われる日々が続きました。また、当

時は、認知症ケアの標準化に向けた研修（認知

症介護実践者研修等）などもようやく始まった

ばかりでした。そこで、現場の介護職がスキル

を高めていくために、座学だけでなく、様々な

実践から得たエビデンスをもとに、記録、検証

を積み重ねていこうと呼びかけ、同時に介護福

祉士資格取得を促しました。 

徐々にチームが動き出し、半年後には、施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内介護研究発表会を開催。このことは、以後、

施設全体が理念を共有して前に進む大きなき

っかけになりました。 

開設から３年半後の平成 18年（2006年）に

は介護職員に占める介護福祉士の割合は 8割

を超えました。（図表１） 

同年の意識調査では、職場研修を通じて、

介護職としての意識も徐々に変化していく様

子が明らかになりました。（図表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例① 社会福祉法人ジェイエー長野会 

（ローマンうえだ） 

「利用者本位のケアを実践するこ

とが、人材育成の成果である」と

の考えの下、資質向上に積極的
に取り組む。 

社会福祉法人ジェイエー長野会は、平成 6

年 4 月に設立。介護保険事業を中心に県内で

幅広く事業を展開し、各地で地域福祉の拠点

として活動しています。  

ジェイエー長野会が運営するローマンうえ

だは、介護保険制度の開始後に開設した新し 

い施設ですが、当初から地域に開かれた福祉

の拠点施設となるべく、職員の資質向上に力

を入れ、研修への参加を促すだけでなく、本

人、家族、地域と共に利用者本位のケアを考

え実践することを目標に、職員のスキルアッ

プを図ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 社会福祉法人ジェイエー長野会 

（ローマンうえだ） 

設立 平成 6 年 4 月（平成 14 年 9 月） 

所在地 長野市南長野北石堂町 1177-3 

（上田市殿城 250 番地 1） 

事業 介護老人福祉施設等 

（介護老人福祉施設、通所介護、

訪問介護、小規模多機能型居宅介

護 ほか） 

従業員数 803 名（163 名） 

（ ）内は、ローマンうえだ 

（図表１：介護職員に占める介護福祉士の割合） 
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職員キャリアと人材育成の可視化を

図るキャリアパスを整備 
 

ジェイエー長野会では、ローマンうえだの開

設をはじめとする法人規模の拡大により職員

数が増える中で、次のように取り組むべき課題

が見えてきました。 

・様々な前職を持つなど、入職する介護職員の

背景が多様化する中、より早く標準的で質の高

いケアの実践力と高水準のキャリアを積む必

要がある 

・人材不足の折、職員のやりがいを高め離職防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止につなげ経営の安定化を図ることが急務で

ある 

・地域で暮らすことを支える総合力のある職

員の育成が必要であり、専門性と同時に、ケア

の全体を俯瞰する力を養うための仕組みが必

要である 

・職員キャリアと人材育成の見える化が必要

である 

以上の課題を達成するために、任用要件と階

層別の役割、 求められる人材像、業務、資格、

受講すべき研修等を位置付けたキャリアパス

及び評価指針を法人統一で定めました。（図表

３） 

併せてキャリアパスに基づく給与体系も構

築しました。これにより、キャリアの可視化が

図られ、職員にも理解しやすい、共通のものさ

しを示すことができるようになるとともに、同

時に将来の職員教育の見通しが持てるように

なりました。 

キャリアパスの導入は、法人研修プログラム 

に基づく職員の資質向上はもとより、職員の確

保・定着にも効果が見られ、ひいては法人経営 

の安定化にも寄与しています。 

人事考課は評価指針に基づく評価を踏まえ

つつ、施設長も含めて複数の管理職が評価に関

わり、より慎重に行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表２：ローマンうえだ介護職員意識調査） 

（図表３：社会福祉法人ジェイエー長野会 職員キャリアパス任用要件） 
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目標管理の導入により、生涯学習を

サポート 
 

法人理念、福祉サービスの理念のもと、利用

者主体のサービスを展開するには、中、長期的

展望をもって、人材育成を戦略的に進める必要

があります。当初は、どのようにすれば行動計

画が職員個々のレベルまで届くようにするこ

とが出来るか悩むところでした。 

そこで、ローマンうえだでは全社協のキャリ

アパス対応テキストや、既存の様々なツールを

参考に、事業所の目指す行動計画を見える化し

ました。（図表４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、法人研修体系および、施設の年

度教育計画に基づいて、施設内教育委員会が活

動を推進し、日々の教育活動のほか、目標管理

の導入により、自己成長の課題を明確にして、

主体的な学びとなるようにしています。 

目標管理は、職層毎の「職員教育シート」（図

表５）を独自に作成し、パート職員を含む全て

の職員が自らの課題を抽出し、研修目標等を設

定管理できるようにしています。 

年 2 回の上司との面談を経ながら、自己評価

と合わせて、上司（教育担当者・管理者）が個々

の目標設定に対する評価を行い、育成の課題等

を共有し、時には資格取得や必要な研修の受講

を促すなど、職員と一緒になって考えながらス

キルアップを支援しています。 

職員個々が自己の目標を見出すことで、事業

所の支援体制の構築にもつながっていきまし

た。同時に、認知症ケアの専門的知識と権利擁

護の立場で働く福祉の人材を育てるために

様々な資格取得を促しています。「認知症ケア

専門士」（一般社団法人日本認知症ケア学会主

催の民間資格）の取得もそのひとつで、ローマ

ンうえだではこれまでに約 70 名が認知症ケア

専門士の資格を有し、日々研鑽しています。 

プリセプターシップやメンタルヘルスの仕

組みもあり、施設・在宅のすべてのサービスに

おいて、職業的発達段階に応じた生涯学習をサ

ポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表４：研修体系） 

（図表５：職員教育シート） 
【　　　　年度】 特養 職員教育シート　　　　　　・No６－６チャレンジカード　　

所属 部門 役職 勤続 資 外部研修

格

　 年

　　達成度 委員会：　施設運営会議

自己 一次 二次
※事業者連絡会

業 1

　　ご利用される方々の思いや日々の生活を大切にした支援を行うとともに、地域の皆様との

務 2 　交流を通して、いつまでも安心して暮らせる施設づくりに努めます。

　　1.利用者一人ひとりの思いや希望が、日々の生活の中で大切にされるよう努めます。

目 3 　　2.利用者と職員が共同してプライバシーと人権の尊重に努めます。

　　3.利用者や家族が安心して利用でき、文化的な生活が創造できるよう共に努めます。

標 4 　　4.地域の人々が施設を囲み、多様な交流と支え合いが広がるよう努めます。

項 項 　　　達成度 能力開発目標

目 自己 一次 二次 目 自己 一次 二次

情 業

意 務

目 遂

標 日常業務で報告・連絡・相談に留意し実行していたか 行

責 ポ

任 イ 面接での意見・相違点等

・
性

必要な知識・技術を常に習得しようとしていたか
ン

積
向上心をもって前向きに取り組んでいたか。  ト

意 極

欲 性

態 協

度 調 相手の立場を考えて行動し、信頼を得ていたか ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや地域住民との連携を積極的におこなっている。

性 チームの一員としての自覚を持ち職務に就いていたか ・地域で認知症の理解を広げる等、地域活動に取り組んでいる。

評価基準：５　達成されている　　   　４　ほぼ達成されている　　   　３　部分達成（課題が残る）        ２　未達成　　　　１　まったく行っていない

氏名 介護福祉士　介護支援専門員　認知症ケア専門士 

特養
介護 主任

目標の課題 スケジュール・手段・方法等

　施設理念

　　

チェック項目 　達成度 　                   　　　　　チェック項目
　（意欲・態度） 　（意欲・態度）

・業務遂行上の総合的判断と多職種でのチームアプローチができる。

対応は親切で礼儀正しかったか

規

律

性

身だしなみ・態度・言葉遣いはよかったか
・利用者本位の介護サービスと質の向上に向け、職場の現状把握を

おこない、問題提起や改善につなげている。

施設の規則を守り、福祉の担い手としての自覚ある行動は

とれたか

・法令を順守し、適正な運営、管理ができる

・勤務表作成および労務管理ができる。

・リスクマネジメントの取り組みをおこなっている。

与えられた業務は最後までやり終えたか ・業務課題を見出し、適切な業務標準を作成できる。

他に依存することなく自分の責任として取り組んでいたか ・ケアプランをPDCAサイクルでチーム展開できる

・チームメンバーに適切な助言やサポートができる。
（業務・職場について）

・チームメンバーが相談したり、意見が出やすい明るい職場環境に努

めている。

担当する業務の改善に心掛けていたか ・OJTを推進している （健康状態）

事例検討や研究等に前向きに取り組んだか

健康管理に努めたか

・情報の共有化を図っている。

互いに支え合い、育ち合うことを大切にしていたか （その他）・家族支援や、連携に努めている。
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認知症ケアを柱に、本人、家族、地域

との関わりを通じ、日常の実践を通

じた人材育成を目指す 
 

社会福法人ジェイエー長野会では、職員が職

層別に受講すべき研修を位置付けています。   

特に、認知症ケアを地域で実践していくため

に、センター方式「認知症の人のためのケアマ

ネジメントセンター方式＝本人の視点に立っ

て考えるアセスメントツール」（以下、センタ

ー方式）を導入し、施設や地域で、これに基づ

く「認知症ケア研修」の受講と「実践から学ぶ」

人材育成に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設では、居宅、地域密着型、施設サービス

の全てで、実践を通したスキルアップが図られ

るよう、認知症の本人を知ることを起点にして、

ＰＤＣＡサイクルによる継続したケア実践の

しくみを体系化してきました（図表６）。 

これにより、認知症の初期から最期まで、セ

ンター方式等を道具に本人と向き合い、本人の

情報を可視化・共有し、多職種による日常のケ

ア実践を積み重ねいくという、継続的な取り組

みが可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、日々の実践による人材育成を目指し、

平成 18年（2006年）より毎月、施設、在宅の

すべての事業所の多職種参加による定例事例

検討会を継続して開催してきました。さらに全

職員が年間で取り組む実践事例をもとに 10 グ

ループに分け、こちらも毎月事例検討会を開催

しています。 

このように、全職員で事例検討、介護研究、

アンケート調査など、当事者視点での検証を積

み上げることにより、そこから、本人にとって

のより良い暮らしを生み出そうとする発想の

転換や、地域を舞台に視野の広がりを持った人

材とチームが育ってきています。（図表７、８、

９） 

また、自然の流れとして、自宅への帰省や住

み慣れた地域に出かけていく支援が生まれ、本

人や家族、地域の人々との繋がりの再構築へと

向かいました。職員も地域に目を向けることで、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：センター方式活用研修：本人にとっての
よりよい暮らしを共に目指す人材・チームづく
り：認知症地域支援推進人材・チームづくり推進
プロジェクト） 

（図表６：ＰＤＣＡサイクルによるチームでの継続した人材育成） （図表７：採用時からの育成の実際） 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人と家族がより良く暮らす地域資源の再発

見があります。 

 

「北欧式トランスファー」を取り

入れた職場環境改善の取り組み 
 

日本ではこれまで、介護労働環境の問題は

置き去りにされ、介護リフトや介護する側の

負担軽減を考慮したケアテクニックの普及は

欧米に比べ、かなり遅れていました。職場環

境の改善は職員のみならず、利用者にとって

も、ＱＯＬを高め、その人らしい自立した生

活を保障するうえで重要で喫緊の課題です。 

ジェイエー長野会は組織として、介護労働

環境改善に取り組み、「介護する人、される

人、双方に負担の少ない介護方法」の導入を

推進しています。「北欧式トランスファー」の

理念や方法を学ぶため、毎年デンマークでの

実践研修に職員を派遣しており、研修修了者

による各施設での内部研修を通じて導入が進

められています。 

また、腰痛等による身体的な負担を予防す

る目的で、介護リフトをはじめ様々な介護機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器の導入と活用、専門的テクニックの習得の

ための研修を継続して実施しています。 

ローマンうえだでは職場環境改善委員会が

「誰もが健康で元気に働くことができる職

場」を目指し、実態調査や継続教育、モニタ

リングをおこない、改善に向けた取り組みを

行っています。（図表 10）  

 

地域との関わりを大切に、地域に開

かれた施設であり続ける   
 

ローマンうえだには、住民主体で開催されて

いる「安心」の地域づくりセミナー（これまで

に 17 期、延 550 人の住民が受講）で学んだ方々

がボランティアとして定期的に施設を訪れて

います。セミナーは、福祉による地域づくりを

テーマとしており、ローマンうえだも、ＪＡ、

厚生連病院と連携して取り組んできており、こ

れをきっかけに年間を通じてボランティア活

動に携わる方は 100 人を超え、地域の方が入れ

替わり立ち替わり施設に顔を出す状況が生ま

れています。ボランティア活動は地域へ広がり、

自治会単位で自発的な地域支え合いサロンが

立ち上がってきました。 

このサロンは、入所者が出身地区へ外出する

際の受皿にもなっており、地域住民にとっては 

 

（図表８：事例検討会） 

（図表 10：負担の少ない介護方法導入アンケート） （写真：地域づくりセミナー） 

（図表９：発表 事例テーマ） 
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認知症の理解と共に、住民同士が意見を交換し

合う大切な場にもなっています。 

 

また、職員がサロンに出向き、介護予防活動

や認知症サポーター養成講座の開催等の活動

は、職員が住民と一緒になって、まちづくりや

地域福祉を考えるうえで重要な役割を果たし

ています。  

また、地域とつながることで、地元の多様な

人材が介護の仕事へ入職するきっかけにもな

っており、職員の確保にも貢献しています。 

パートとして働く職員の中には、午前中はロ

ーマンうえだで勤務し、午後には農業に携わる

方もいるなど、それぞれのライフスタイルに応

じた働き方が実現しています。 

 

生涯、学び・働き続けられる職場づく

りを目指す   
 

ローマンうえだでは、職員が外部研修（認知

症介護研修や喀痰吸引研修などの法定研修、ま

たは 職能団体の研修など）を受講する場合に

は、パート職員も含めて、全て業務による出張

扱いとして、旅費も含めた研修費用の全額を負

担しています。 

勤務シフトのやりくりは難しい面がありま

すが、それぞれの職場に互いのスキルアップに 

対する理解が進んでいることもあり、積極的な 

研修受講に繋がっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、職場内でのスキルアップへの意識の高

まりは、職員の職場定着にも影響し、離職率は、

非常に低く推移しています。 

このようなローマンうえだの目指す施設・事

業所のポイントは以下に集約されます。 

◇人材育成 

・実践を基にした「本人にとってのよりよい暮

らし」をともに目指す人材とチームづくり 

◇労働環境改善 

・ハードとソフトの両面で職場環境の改善 

・利用者にも職員にも負担の少ない介護を目

指す 

◇生涯学び、働ける職場づくり 

・生涯学習のサポート 

・生涯働ける職場を目指す 

◇地域連携 

・地域に開かれた施設であること 

・職員も住民と共に協同の地域づくりに参加

し、施設、在宅、地域で本人主体での地域連

携を進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 本事例のポイント 
● 利用者本位のケアを実践するため、職員に専門職としての意識改革を促し、自発的

に資質向上に取り組む職場環境を整備。 

● 地域と連携したケアの実践＝人材育成の成果、であるとの考えの下、地域に開かれ

た施設として積極的に地域住民等と連携。 

（写真：散歩 稲倉の棚田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローマンうえだでは、開設後まもなくから定期的

に研修やケアに関するアンケート調査を実施し、

その中で、徐々に職員の意識が変化し、“勉強する

のが当たり前”との雰囲気が生まれました。 

結果的に職場が活き活きとして、職員がそれぞれ

の専門性を活かしてケアに取り組む土壌ができた

と考えています。 

人は宝です。職員に選ばれる施設であることをこ

れからも目指していきます。 

 

社会福祉法人ジェイエー長野会 

ローマンうえだ施設長 櫻井記子さん 

 

ご担当者からのひとこと 
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介護保険制度導入を契機に、施設内

外の研修参加を通じて人材育成に取

り組む 

 

社会福祉法人睦会は、昭和 52 年 9 月に設立

され、長野市、須坂市の 2 箇所に拠点をおいて、

介護老人福祉施設等を中心に、それぞれの地域

に根差した事業を展開しています。 

平成 12 年の介護保険制度開始が契機となり、

それ以降、社会的なニーズとして介護職をはじ

めとする施設職員の専門性がより求められる

ようになり、関連する外部研修も多数開催され

るなど、大きく環境が変わりました。 

同法人では、人材育成は、福祉・介護の専門

職としての専門性の向上はもとより、職員の意

欲の向上や職場への定着、更には法人の発展や

地域福祉の向上にも貢献するとの考えから、法

人運営上の重要な強化項目と捉え、各職種のス 

キルアップに必要な外部研修への積極的な参 

加を促進するとともに、介護の仕事の専門性 

 

 

向上による将来的な人件費の高騰と、それに伴

う経営強化の必要性を予測し、職員を正当に評

価し、職員を育てるための制度としての人事考

課制度の導入について検討を開始しました。 

これと時期を合わせ、長野拠点では施設から

の業務命令による外部研修への参加以外に、職

員が自身のキャリアアップを見据え、自己研鑚

を目的として任意で研修に参加するケースに

対して、職員の自主的な取組を応援するため、

長野拠点独自の支援制度である、「やすらぎの

園職員レベルアップ支援制度」を平成 17 年度

に創設し支援を開始しました。 

 

＜参考＞「やすらぎの園レベルアップ支援制度」 

 

 

 

 

 

事例② 社会福祉法人睦会 

（やすらぎの園） 

人材育成を法人運営の重要な強

化項目として、働き易い職場づく

りと合わせて積極的に推進 

社会福祉法人睦会は、昭和 52年 9月に設

立され、長野市、須坂市の 2つの拠点で様々

な事業を展開しています。 

介護保険制度の開始（平成 12年度）以降 

施設職員等の専門性がより求められるように

なり、関係する外部研修も多数開催されるよ

うになりました。 

こうした動きに呼応し、拠点ごとに人材育

成に取り組むようになり、長野拠点では、職

員の自主性を尊重した研修支援制度や人材養

成を専門に担当する部署の新設、人事考課制

度の導入や福利厚生の充実などに着実に取り

組んできました。 

 

 

 

名称 社会福祉法人睦会 

（やすらぎの園） 

設立 昭和 52 年 9 月 

所在地 長野市篠ノ井杵淵 213 番地 4 

事業 介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

小規模多機能型居宅介護事業所等 

従業員数 

（H28.4.1） 

473 名 

（うち、長野拠点 194 名） 

 

・職員の自主的な判断で研修会に参加する場合、

研修参加費用や業務に資する各種教材購入費

用等を助成 

・職員一人当たり年間 10,000円を上限 
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レベルアップ支援制度は、平成 27 年度には

24 名の職員が利用する等、職員の間に定着し

ています。 

また、平成 19 年度には、内部研修や外部研

修の計画・調整・実施後のとりまとめ、法人内

への研修成果の還元等の業務や、ＯＪＴ、実習

生指導等の人材養成業務を専門に担当する「人

材養成係」を新たに設置し、長野拠点における

育成体制を整えています。 

 

人事考課制度を導入し、研修参加実

績を人事評価に反映 
 

平成 17 年度から検討を開始したキャリアパ

ス、人事考課制度は、平成 19 年度から運用を

開始しました。当時は人事考課制度を導入する

法人は多くなく、県内でも先進的な取組でした。

（図表１） 

導入に当たっては、法人職員へ評価制度の目

的や制度の詳細に関する説明会が行われ、特に 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価のバラつきが生じないように評価する職

員に対しては、複数回の研修が行われました。 

評価は、成績考課、情意考課、能力考課で行

われ、三考課の合計により、職員個々の評価点

を算定しています。 

このうち成績考課の中で、所属する事業所の

稼働状況や所属部署ごとの目標達成状況、職員

個別の目標達成状況について、最高評価のＳか

らＤまでの 5 段階で評価を行い、前年 9 月から

翌年 3 月までの評価が 6 月の賞与に、4 月から

8 月までの評価が 12 月賞与に反映され、通年

の評価が昇格・昇給に反映される仕組みです。 

また、職位に応じて上記三考課の点数配分を

変えており、例えば下位の職員は情意考課を重

視した配点となっている一方で、上位の職員に

なるほど成績重視の配点となっています。 

なお同法人では、長野・須坂の両拠点で、そ

れぞれ考課制度を運用していますが、長野拠点 

では、外部研修への参加や、独自の制度である 

「レベルアップ支援制度」を利用した自発的な 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表１：社会福祉法人睦会 キャリアパス・職層（イメージ）） 

階層レベル 位置付け／役割

7

■統括業務、高度専門レベル
・法人管理総合調整、業績の把握と分析、対応
・運営統括責任者として、法人理念を達成するための人事・財務・労務の方針
を決定し、経営を管理・改善

主任

3

■判断、低位指導レベル
・ユニットリーダー
・ユニット内の課題の把握と分析、対策
・日常業務レベルの部下への指導、育成
・ユニットのリスクマネジメント、安全対策

2

■判断提供、高度熟練レベル
・業務の自立ができ、専門的な知識・技能・経験を有する
・社会人としての常識的な対応、後輩への説明・助言ができる
・他部門の業務内容を理解している

1

■日常定型業務レベル
・基礎的な知識・技能・経験を有する
・福祉施設職員としての心構えができている
・上司への報告・連絡・相談を行うことができる

副主任

一般職員

職層（職位）

総括施設長

6

■上級管理レベル
・法人経営管理層としての主体的参画、提言、援助
・各部門の有機的連携のための総合調整
・部門管理

部長（施設長等）

部次長

5

■指導・管理専門レベル
・課内全体の統括、指導
・課内の課題の把握と分析、対策
・経営管理層との連携と情報共有

課長

課長補佐

4

■立案補助、判断・指導レベル
・複数ユニットの統括、指導
・経営環境変化等も意識した職員教育
・経営管理層の方針の把握と、各職員への徹底
・突発的な介護事故等発生時のリーダーシップ発揮

係長
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研修参加の実績を、考課項目として評価してい

ます。 

 

入職前研修からスタートし、段階的

な福利厚生の充実を兼ねて、自発的

な自己研鑚を促す 
 

長野拠点では、人事考課に研修への参加状況

を明確に反映させていることからも、特に人材

育成に力を入れていることが伺えます。 

新人職員に対しては、入職前のオリエンテー

ションも兼ねた事前研修（2 日間：法人概要、

法人理念、介護方針、マナー、リスクマネジメ

ント等）から始まり、入職後の専門研修（4 日

間：座学・実技演習）が行われます。 

その後、配属された職場で、OJT が行われま

すが、チューター（入職 2～3 年目の職員）に

よるサポートが半年間行われます。 

これは、仕事上の指導やアドバイスに限らず、

主として日常生活や精神的なサポートを目的

としたもので、ノートなど書面を介したやり取

りではなく、会話によるコミュニケーションに

重きを置いたものです。 

なお、中途採用職員に対しては、採用後 3 カ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間の個別研修計画を作成し、定期的なレポー

トの提出を通じたフォローアップに努めてい

ます。 

また、入職後 1～3 年未満の常勤職員等で、

人事考課制度による評価結果がＢ以上の職員

を対象に、早い段階から外部の先進的なケアを

体験し視野を拡大してもらうことで、やすらぎ

の園のケアの質の向上に対する意識を高める

ことを目的に、職員数名でグループを編成し、

県外の先進施設へ研修派遣を行う「グループレ

ベルアップ研修支援事業」を平成 19 年度から

制度化しています。 

平成 27 年度は、2 施設に対して 8 名の職員

が派遣されています。 

 

＜参考＞「グループレベルアップ研修支援事業」 

・対象職員 

就業 1年以上 3年未満の者 

就業 3年以上のパート職員 

前年度の人事考課結果がＢ以上の者 

（4～5名で班編成） 

・補助限度額 

職員一人当たり 40,000円を上限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表２：社会福祉法人睦会 永年勤続報奨制度） 

睦会 外部機関 項目 公務 任意

5 記念品

区分 出張 公休＋有休

日数 5日間迄 5日間迄

助成 70,000円まで 35,000円の旅行券

課題 レポート提出 無し

区分 出張 公休＋有休

日数 6日間迄 6日間迄

助成 100,000円まで 50,000円の旅行券

課題 レポート提出 無し

25年以上 長野県社会福祉協議会

区分 出張 公休＋有休

日数 6日間迄 6日間迄

助成 100,000円まで 50,000円の旅行券

課題 レポート提出 無し

定年 特別賞与

研修旅行
報奨金品

30

20

10

勤続年数

記念品

記念品

記念品全国社会福祉協議会

長野県高齢者福祉事業協会表彰状

表彰状

表彰

表彰状
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また、勤続年数が長い職員に対する法人共通

の永年勤続報奨制度（図表２）では、勤続年数

に応じて与えられる報奨の一つに研修旅行が

位置付けられています。研修旅行は公務と任意

のものとに区分され、自らのスキルアップのた

めに研修旅行を公務（出張）扱いとし、スキル

に応じた専門的な研修へ参加することが可能

な制度となっており、本人の意思次第でスキル

アップを図ることができる仕組みです。なお、

その場合の助成額は、任意の研修旅行の助成額

に比べて大幅に増額されたものとなっていま

す。ちなみに「グループレベルアップ研修支援

事業」は、この永年勤続報奨制度を補完する役

割を果たすものとして位置づけられており、永

年勤続報奨制度の対象とならない勤続年数が

短い職員のやる気を尊重し、研修機会を確保す

る上で有効な制度となっています。 

 

研修受講の促進と福利厚生の充実を

総合的に実施し、働きやすい環境を

整備 

 

 人材育成を積極的に行う方針の長野拠点で

は、先に述べた独自の取組の他、現任職員向け

の内部研修は、各ユニット単位（4～5 名）の小

規模なものから、拠点職員全員（100 名超）に

至るまで様々な規模、内容で実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度は、拠点職員全員を対象とする主

なものだけで、13 回開催されました。 

また、外部研修への参加は、職種ごとの専門

研修を含めて、約 70 の研修に参加しています。 

長野拠点では、このような職員の意欲の向上

や専門資格の取得を後押しする研修に参加し

やすい環境の整備を進めるとともに、平成 27

年 10 月の総合福祉施設「やすらぎの園」の施

設建替えに合わせ、施設内に職員向けの保育所

を新たに設置する等、職員が働きやすい職場環

境づくりを進めています。 

また、職員が長年培ったスキルを活かして、

定年後も働き続けることができるよう、65 歳

まで嘱託職員として、またそれ以降も、希望に

よってパート職員として 70 歳まで働き続ける

ことができる再雇用制度をいち早く導入する

など、人材育成の充実も含め、様々な面から労

働環境の整備・改善に取り組んでいます。 

 

☞ 本事例のポイント 
● 人材育成を重要項目と位置付け、担当係の設置や自主性を尊重する制度を創設 

● 人材育成と福利厚生を関連付けた仕組みの他、総合的に働きやすい環境づくりを推進 

●キャリアパスは、資格と経験を基にしたものから、客観的な「できる」の評価を重視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞「やすらぎの園」施設内保育所 

ご担当者からのひとこと 

当法人は、人材育成を法人運営上の重要な

強化項目と捉え、長野と須坂の拠点毎に人

材育成に取り組んでいます。 

当法人の職員の定着率は高いと自負してい

ますが、近年、介護支援専門員研修の費用

と時間の大幅な増加や、喀痰吸引、ユニッ

トリーダー研修など研修関連の費用が増加

しており、介護報酬が厳しさを増す中、今

後の研修体制の維持・構築が課題です。 

社会福祉法人睦会 総合福祉施設やすらぎの園 

 総務部長 六波羅 直貴さん 

社会福祉法人睦会 総合福祉施設やすらぎの園 

 人材育成係 伊藤 三恵子さん 
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誰にでもわかりやすいキャリアパス

作成のため、まずは基本知識を得る 
 

同法人が当初構築しようとした人事制度は、経

営コンサルタントに依頼して作成したもので、専

門用語が多用され、評価される側が評価表の内容

が理解できず、自己評価もどう行えばよいかわか

らないものでした。さらに、福祉施設に合う人事

制度の仕組みではなく、職員のキャリアアップも

不明確なものでした。 

平成 26 年度からの開始を目指して見直すこと

になりましたが、見直すのであればもっと簡単な

もので、職員全員が理解できる人事制度にする必

要がありました。 

キャリアパスの基本的知識が不足していると

感じた同法人では、足掛かりとして県社会福祉協

会開催の「福祉職員生涯研修【キャリアマネージ

ャー養成課程】」を受講することにしました。 

 研修は 2 日間にわたるのですが、二日目までの

課題として、「自分の職場の現状に応じたキャリ

アパスを作成する」が提示されました。 

しかし、同法人は高齢者向けサービスを一つの

施設内で数多く提供する複合型施設であるため、

様々な職種・専門職（看護師やセラピスト等）が

おり、それぞれの部門でケアの仕方が異なってい

ます。まずは、どの部門にも共通するキャリアパ

スの要素を作る必要があります。 

しかし、この共通部分を一人で作るのは難しい

ため、既存の研修委員会を活用して、キャリアパ

スを作成することにしました。 

  

作成過程で、キャリアパス制度への理

解とグループ・ダイナミクスの相乗効

果を得る 

 

キャリアパス作成のための作業部会への参加

を各部門の主任・中堅・新人職員に呼びかけたと

ころ、総勢 20 人が集まりました。 

これを３つのグループに分け、模造紙にキャリ

アパスの段階を記入し、KJ 法※を使ってすべての 

職種共通部分：「組織運営管理」「接遇・マナー」 

「メンバーシップ・リーダーシップ」「セルフマ

一般職員と協働でキャリアパスを

作り上げることで、意識の変革

へ 

社会福祉法人しなのさわやか福祉会が最初

に人事制度の構築に乗り出したのは平成 21

年。作成は経営コンサルタントに依頼し、平

成 24年から開始予定でした。しかし、導入

には至らず、保留となってしまいました。 

その原因は、経営コンサルタントと作成し

たものは福祉業界向きではなかったことと、

法人職員の人事制度・キャリアパスへの共有

化の不足が根底にありました。 

そこで同法人では、一般職員を巻き込んだ

キャリアパス作成と、キャリアパス教育を徹

底することで、職員の意識を「評価される」

ではなく「評価して欲しい」へと、意識改革

を図り、じわじわとキャリアパス制度を沁み

渡らせていきました。 

 
 

名称 社会福祉法人 

しなのさわやか福祉会 

設立 平成 12 年 4 月 

所在地 上伊那郡宮田村 4804－1 

事業 介護老人保健施設、小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型通所介

護、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ他 

従業員数 265 名 
 

事例③ 社会福祉法人しなのさわやか福祉会 
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ネジメント」「リスク・マネジメント」に関する、

段階ごとの職員に求められる能力をカテゴリ―

別にカードに書き出す作業を行いました。 

この作業を３日間かけて行い、各グループが模

造紙に書き出したものを統合したものが図表１

になります。 
  

 

（図表１：しなのさわやか福祉会・キャリアパス（抜粋）） 

下

段

に

続

く 

第6段階
整備・管
理・決定

施設長

①法人理念を踏まえて
施設の方向性を示せる
②法人理念に基づいた
経営戦略を示すことが
出来る

①法人全体の運営・経営の安
定を図る
②適切な組織運営が出来る

①予算編成の決定と方
針を表明する事が出来
る

①接遇の教育シス
テムの実施が出来
る

①施設内外との関
係が作れる
②法人全体の傾向
を知り、他施設との
連携が図れる

①適切な人員配
置が出来る
②適切な人事評
価整備が出来る

①職員が安心して働け
る環境整備が出来る

第５段階
認識・提
案・目標達
成

課長

①法人理念の周知徹
底が出来る
②法人理念を認識した
提案が出来る

①職場のルールを認識し目標
達成に向け提案が出来る
②サービス・質の向上・維持が
出来る
③フロアーの現状と解決策が
立案出来る

①コスト意識の目標設
定・提案が出来る

①接遇の教育シス
テムの作成が出来
る
②職場内のルール
作成・維持・提案が
出来る

①委員会等の設立
役割の指示が出来
る
②部門間の架け橋と
なれる
③施設の目標や意
図を周知徹底出来る

①職場全体のバラ
ンスを保てるように
助言・提案ができ
る

①リーダー育成ができる

第４段階
指導・改
善・助言

主任

①法人の理念について
説明が出来る
②法人理念に基づいて
指導・改善が出来る

①職場のルールの改善・提
案・周知徹底が出来る
②業務内容について部下に指
導・助言が出来る

①コスト意識に基づい
て指導・助言ができる

①接遇全体の必要
性を含め、指導・助
言できる
②守秘義務の厳守
が出来る

①家族・利用者と信
頼関係を構築出来る
②他部署との連携
が取れる
③的確な指示を出し
指導出来る

①管理者と現場の
つながりを保つこ
とが出来る
②職場の問題を理
解し助言・指導が
出来るように全体
を把握出来る
③部門の目標を設
定出来る

①報連相を助言・解決で
きる
②リーダーシップを発揮
し仕事の指導・助言が出
来る

法人理念 運営管理 コストマネジメント コミュニケーション メンバーシップ リーダーシップ
カテゴリーの内容
(キーワード）

カテゴリー名

段階 対応役職

メンバーシップ・リーダーシップ
接遇・マナー

組織運営管理

求められる能力・機能

内部 外部
①計画的な職員採用
が出来る
②法人理念に基づく学
習スキルの決定
③改善策が実践できる
環境づくりを行う

①世の中の動向や改正を法人
内に伝達し方向性を導くことが
出来る
②企画に対する経営的な判断・
決定が出来る

①健康面の環境
を整える

①目標を達成する
ための環境整備が
出来る

①指針方針
の策定が出
来る
②部下が対
応困難な苦
情に対応が
出来る

①事故・緊急
事態が発生
したときの指
揮が出来る

①法令遵守
の経営が出
来る
②地域との
防災協定の
策定が出来
る

社会福祉施
設長資格
社会福祉士

施設長
事務長

管理者経
営研修

①面談の指示・助言・
提案が出来る
②採用・配置に関する
計画・提案が出来る
③連携・協働できる期
間の把握と提案

①研修の企画（立案・実施・評
価）
②全体的な視野を持ちマニュア
ルの必要性や内容の指導をす
ることが出来る
③マニュアル作成の助言・指導
④企画文書の確認が出来る
⑤記録の統計をし、方向性の
指示が出来る

①職員の体調管
理・健康診断・予
防接種等の管理
が出来る
②職員一人一人
の精神的サポート
が出来る

①目標達成に至る
システムを作ること
が出来る
②キャリアパスの
周知徹底が出来る
③OJT指導者の育
成が出来る

①家族・利用
者からの苦
情に対する
処理・指導が
出来る

①原因・要因
の分析がで
き、改善に向
けて取り組む
ことが出来る

①法令の把
握と推進が
出来る
②危機管理
の把握と対
策を認識し管
理出来る

社会福祉士
看護師等

課長
上級管理
者研修

①面談ができるスキル
を持つ

①研修の場を設定出来る
②マニュアルの改善・提案・作
成が出来る
③企画文書の作成が出来る
④記録の添削・指導・修正・助
言が出来る

①他職員の健康
状況を理解して職
場環境を整える
②体調を崩した職
員の調整が出来
る

①目標の評価と助
言が出来る
②キャリアパスを作
成出来る
③OJTの指導者とし
て指導出来る

①苦情対応
が出来る。自
身が対応困
難時は上司
に報告する
判断が出来
る

①事故の傾
向がわかり
予防策を提
案出来る

①緊急時の
対応が指導
出来る

介護福祉士
介護支援専
門員
看護師

主任
OJT研修
初級管理
者研修

組織レベル 個人レベル
健康管理と自己
管理

キャリアデザイン
苦情への対
応

事故・虐待の
防止と予防

緊急時の対
応

研修必要経
験年数

資格

リスクマネジメントセルフマネジメント

求められる能力・機能

※KJ 法：バラバラに集められたたくさんの情報の中か

ら必要なものを取り出し、整理や統合を行うための手

法。情報を整理するためにポストイットなどの付箋紙

を活用し、それぞれを貼りかえながら全体を俯瞰し把

握していくのが特徴。 
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この作業部会によって同法人に合った共通項

目のキャリアパスが完成しただけではなく、グル

ープワークの相乗効果として、2つの効果があり

ました。 

特に、主任・新任と段階の違う人が一緒にグル

ープ作業をしたことで、お互いに相手へ求める能

力のレベルが高かったことに気づくことになり

ました。 

 

全職員にキャリアパス研修を実施。フ

ォローアップで獲得した知識を自身

に置き換えてみる 

 

以前作成した人事制度が現場には定着しなか

った原因の一つとして、法人の一部スタッフのみ

で作成した人事制度・キャリアパスに対する職員

の理解が浸透していないという現象が起きまし

た。そのことが、マイナスの意識になってしまい

ました。 

同法人の人事制度は法人の追及する理念を理

解し、一人ひとりが目的意識を持ち働きがいと自

己成長ができる活力ある職場づくりがねらいで

あり、個々の職員の能力と成果を公正に評価し、

職員の処遇を実現していくことを目的としてい

ます。 

人事制度は、法人の求める人材像ばかりではな

く、職員一人ひとりが自分のライフスタルをイメ

ージしながら「目標」を持ち仕事に取り組めるよ

うに作られており、自分の処遇・評価を踏まえて

育成、キャリアアップにつなげることが出来るも

のです。しかし、この制度のねらいが利用者へ直

接ケアを実践する職員達まで浸透しておらず、拒

絶反応が出てしまいました。 

「職員全員にキャリアパスを理解してもらいた

い」、「評価制度をポジティブにとらえてもらいた

い」、そのためには法人として離職を考えない施

設づくりが必要なことを理解してもらいたい」 

 との想いから、「まずは教育が必要だ」と考え、

キャリアパスの教育から始めることにしました。 

 

 その第一歩として、再び研修委員会を活用して、

「キャリアパス研修会」を開催し、全職員の参加

を呼びかけました。 

この研修のねらいは 

● キャリアパスの基本的理解 

● 個々のキャリアアップを明確にすること 

● 法人が求める人材像への理解 

の 3つでしたが、ねらい以上の効果が現れました。 

その牽引役となったのが、作業部会で一緒にキ

ャリアパスを作成した職員達でした。その職員た

ちが、自分の周囲の研修参加者にキャリアパスに

ついて話をしたことが波及・浸透し、キャリアパ

スへの負の感情を払拭して好感情をもたらせた

だけでなく、「もっとキャリアパスについて勉強

したい」との意見までも出てきました。 

そこで更に理解を深めてもらうために、一人ひ

とり、任意でワークを行うことにしました。この

ワークは、自分の段階の求められる能力・機能を

【グループワークの相乗効果】 

① 作成することによって評価基準が明確

になった。 

② 段階によって求める能力の意識の違い

も浮き彫りに。 

（図表２：しなのさわやか福祉会・評価シート） 
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一つひとつ書き写し、それに対応した自己課題と

その具体的解決方法、さらには、「１０年後の自

分の姿」「２０年後の自分の姿」と、未来の自分の

姿を書き出します。そのシートを直属の主任に提

出してもらい、シートを普段の業務に活かしても

らうようにしたところ、「○○さんが、（普段会話

しないことも書いてあったので）どんなことを考

えていたのかよくわかった」等の部下への理解や

認識を深める一助になりました。 

 

試金石としてトライアル評価を実施

し、賞与へ反映してみる 

 

キャリアパスへの理解が職員に浸透したと概

ね判断できたため、同法人では、平成 28 年前期

（4—9 月期）で試行的に評価を行うことにしまし

た。それが図表２の評価シートです。 

このトライアル評価が 12 月の賞与に反映され

たことで、「仕事の成果が職員処遇に結びつく」

という目標の実現に一歩近づきました。 

 そして、29 年 3 月には図表３を使用し、「評価

面接」を行う予定です。この面接の主眼は「個人

目標」を立てることです。目標を立てることで、

自分の目指すべき将来の姿をイメージさせ、その

ための過程に何が必要なのか理解を促すように

なっています。また部下と上司の信頼関係の構築 

のためのコミュニケーションツールとなること

も期待されます。 

 

 

ご担当者からのひとこと 
社会福祉法人しなのさわやか福祉会 

総合施設長 西村 太一さん 

 法人本部事務局員 塩澤 美佳さん 

☞ 本事例のポイント 
● 現場の一般職員が相互理解をしながら、一から構築したわかりやすいキャリアパス 

● 作成過程から携わった職員が、研修を通じてキャリアパスを周囲に浸透させていくこと

で、キャリアパスへの理解が促進 

（図表３：目標管理・業績評価シート） 

今後の制度運用の取り組み課題は、「専門職（職種

別）のキャリアパス作成」です。各部門で業務を遂

行するために必要な知識・技能及び判断力・指導力

などを職務遂行能力として職能要件を抽出し、これ

を「モノサシ」として評価する能力評価を処遇に反

映させる制度をゆくゆくは作っていきたいと考え

ています。 

 これからの運用を定着させるためにも職員が達

成したい姿の具体的表現や尺度等のコンセンサス

を積み重ね、職員自身から発信できるものにしてい

きたいので、準備を怠らずに時間をかけて取り組ん

でいきます。 
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キャリアパス導入を契機に、研修シス

テムを構築・組織体制を整備 

 

社会福祉法人中信社会福祉協会は、４つの障害

者支援施設の他、就労移行支援、就労継続支援B

型事業所、共同生活援助など、主に障がい者サー

ビスや相談支援事業を展開しています。特に長野

県でも数が少ない、重度の身体障がいを抱えた方

たちのグループホームも運営しています。同法人

の理念でもある「重い障がいを抱えていても地域

で普通に暮らす」というノーマライゼーションの

思想の実現に近づく、「車いす等の障がいの特性

に対応したグループホーム」です。 

こうした取り組みを進めている同法人がキャ

リアパスを導入した契機は、「介護職員処遇改善

交付金」が創設されたことでした。 

同法人は以前より「福祉は人なり」「サービス

の質は職員の質である」との考えが基盤であった

ことから法人全体で、または各施設において積極

的に研修を行っていました。ですが、各施設ごと

連携することもなく、研修も体系的ではありませ

んでした。 

そこで、介護職員処遇改善交付金の申請をきっ

かけに、体系的な研修システムの構築と組織体制

の整備に乗り出しました。 

 

キャリアパスを自己研鑽のツールと

して周知・活用する 

 
同法人のキャリアパスは「職員の職責、求めら

れる能力、習熟に必要な業務教育などを周知し、

それに向け研修・自己研鑽を図る」ために定めら

れています。 

この「研修・自己研鑽」を可能にするのは、同

法人のキャリアパスに「知識」「技術」「価値と倫

理」の項目が盛り込まれていることで、キャリア

パスと個別研修計画が連動した自己研鑽ツール

としてシステム化したからです。（図表１・２） 

 

キャリアパスと評価・研修計画を

連動させることで、人材育成を促

進 

社会福祉法人中信社会福祉協会は昭和 52

年に設立認可され、松本地域で障がいのある

方々を中心に、地域との連携のもと、暮らし

や活動の場を提供して、より良い生活への援

助や幸せを支えている法人です。 

県下でも事業規模の大きい社会福祉法人の

１つですが、同法人でキャリアパスを導入し

たのは、介護職員処遇改善交付金がきっかけ

でした。 

この機会を有効活用して、以前から取り組

んでいた職員の「自己覚知」を促すアセスメ

ントを組み込んだ人材育成システムを構築

し、そのシステムをキャリアパスと連動させ

る形へ改良。さらに、「使いやすい」「理解

しやすい」ものへと改良を重ね、職員の自己

研鑽を促す工夫がされています。 

 
 

名称 社会福祉法人中信社会福祉協会 

設立 昭和 52 年 7 月 

所在地 松本市梓川梓 2288 番地 3 

事業 障害者支援施設、障害福祉サー

ビス事業、特定相談支援事業、

地域活動支援センターの受託運

営、共同生活援助、宅幼老所他 

従業員数 260 名 
 

事例④ 社会福祉法人中信社会福祉協会 
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研修計画を法人全体での課題解決に

向けて共有化し、個人の研修計画を全

体化 

 

キャリアパスの各対応職に対して知識・技術・

価値と倫理が付加されているのは、この「知識・

技術・価値と倫理」は各階層の「求められる能力」

を培うために必要な要素となるためです。 

そのため、各階層の「知識・技術・価値と倫理」

に基づき、職員個々が年度当初に自己をアセスメ

ントして年度ごとの目標を立て、研修、自己研鑽

を実施する「個別研修計画」（図表４）の策定が可

能なようにシステム化されています。 

研修計画作成過程で必ず直属の上司と面接（年

3 回）を行い、自己評価に加え上司とともに再ア

セスメントを行います。これにより、職員が自身

の課題を抽出し不足している部分やさらに力を

習熟に必要な業務教育必要経験

経

営

職

本部長
施設長

経営幹部であり、最

終的な経営責任を負
う

・本部長の職責又は
施設長の職責

・施設の経営資源把握と

調整戦略の策定方針の明

示・浸透

・施設計画の進捗管理

・管理職育成

・計数管理（経営指標に基

づく判断）

※ビジョン力（経営戦略設定能力）
・自らの公益性を理解し、他機関や行政に働きかけ、連携・協働を通じて地域の福祉向

上に貢献する
※問題の把握能力、判断能力、チーム解決能力

・運営統括責任者として、自組組織目標を設定し、計画を立てて遂行する

※法人組織全体の統率能力、経営管理能力
・法人全体の経営の安定と改善に寄与する

※統率力と職員育成能力
・必要な権限に委譲を行い、部下の自主性を尊重して自律的な組織運営環境を整える

※人事労務管理能力
・人材育成、組織改革、法令遵守の徹底などを通じて、自組織を改善・向上させる

※財務管理能力（財源調達管理、資産管理、債務管理など）

※理事会と現場の橋渡し能力

（管理職研修に加えて）

・戦略策定研修

戦略・方針実践研修

・経営指標管理研修（上

級）

４級 施設長資格

管
理

職

課長
専門職

部門の運営責任を負

う
・課長又は専門員の

職責

・施設の経営資源把握と

調整戦略の策定方針の明

示・浸透

・施設計画の進捗管理

・部下の育成

・計数管理（経営指標に基

づく判断）

・欠員時のサポート

※施設長、常務理事、本部長、理事長への橋渡し能力（提言能力など）

※部門の他職種をマネジメントして、チームアプローチを進める能力

・業務執行責任者として、状況を適切に判断し、部門の業務を円滑に遂行する
※部門業務進行管理能力

※業務問題・課題発見能力
・業務課題解決への企画能力

※業務マニュアル作成・改訂能力
※部門組織経営能力（財務管理、職員管理など）

※統率力とチーム解決能力を高める能力

※職員育成能力
・職員の育成と労務管理を通じて組織の強化を図る。

・軽軽環境を理解し、上位者の業務を代行する。
・他部門や地域の関係機関と連携・協働する。

・教育研修プログラムを開発・実施・評価する。

（監督職の研修に加え

て）

業務管理研修

セカンドステップ研修

４級

介護福祉士

社会福祉士
精神保健福祉士

管理栄養士等

監
督

職
係長

チームやユニットを管

理運営している。部下

を指導している。
・係長の職責

（上級業務に加えて）

・チームの管理・調整

・チームの経営指標把握

・部下指導育成

・リスクマネジメント

・緊急対応

・地域・他組織との連携

・入所・退所の対応

・部下指導育成研修

・リスクマネジメント研修

・経営指標管理研修(初

級）

・地域連携研修

３級

上
級

主任

難解な業務をこなし、

部下指導をしている。

・主任の職責

（中級業務に加えて）

・サービス品質管理

・家族対応

・地域、他機関、他職種と

の連携・協力業務

（中級の研修に加えて）

・労務研修

・サービス品質管理研修

・ファーストステップ研修

※チームアプロ―とを実践できる能力

・チームのリーダーとして、メンバー間の信頼関係を築く

※業務進行管理能力
・チームの目標を立て、課題解決に取り組む

・地域資源を活用して業務に取り組む
※業務マニュアルの改善を提案できる能力

・マニュアルの進行管理を行い、上位者に提言する。
※スーパー売ず（部下への指導・教育・支援）能力

・教育指導者として、指導・育成等の役割を果たす。

※実務における高度な知識・技術力
・当該分野の高度かつ適切な技術を身につけ、同僚・後輩に対してのモデルとなる

任用の要件
順位 対応役職 職責（役割） 職務内容 求められる能力 給与 相当の知識・技術

介護福祉士

社会福祉士

精神保健福祉士
管理栄養士等

監
督
職

上
級

中
級

（初級の知識に加えて）
・社会福祉主事過程程
度の知識

（初級の技術に加えて）
・後輩指導
・定型業務を独立して行え
る能力
・チームアプローチの理
解と協働能力
・記録を整理し、上司へ報
告・相談ができる

（初級の価値と倫理に
加えて）
・専門職としての価値と
倫理

初
級

・ヘルパー2級程度の知
識
・施設におけるルーチン
ワーク

・個別支援計画策定
・ケース記録
・利用者、家族とのコミュ
ニケーション能力
・施設におけるルーチン
ワーク
・上司への報告・相談
・観察力

・法人理念の理解
・法人倫理規定の理解
・施設運営方針の理解
・職業倫理
・社会人としてのマナー
・施設・組織のルール

価値と倫理

（中級の価値と倫理に
加えて）
・各職能団体倫理綱
領、行動規範

順位

（中級の技術に加えて）
・スーパービジョン
・人間関係の調整
・OJT
・業務マニュアル作成・改
訂
・チームアプローチを実践
できる能力
・業務進行管理能力
・実務における高度な知
識・技術力

知識 技術

（中級の知識に加えて）
・国家資格、筆記試験合
格程度の知識
・スーパービジョン論
・権利擁護
・社会福祉施設経営管
理論
・苦情解決システム
・リスクマネジメント論
・コミュニケーションと
チームワーク
・ケアマネジメント
・施設会計の基礎

（図表１：キャリアパス） 

4月中

個別研修計画作成

ヒアリング時期

モニタリング・評価

３月中

まとめ・評価

次
の
計
画
に
反
映

（図表２：知識・技術・価値と倫理部分（抜粋）） 

 

 

 

 

【個別研修計画の手順】 
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つけたい領域を明確化することで、職員が自らの

目標を持って研修が実施できるシステムです。 

 また、個別研修計画表は「自己覚知」が可能な

ように「勤務態度・基本姿勢」「価値・倫理」「知

識・技術」について項目立ててあり、１～５段階

評定で自己評価を実施し、解決したい課題の優先

順位をつけ整理を行うとともに、自己課題を文章

化するようになっています。 

 そして年度末に上司とともに課題への取り組

み状況、課題解決度を振り返り、最終評価・検証

を行います。こうして洗い出しした解決していな

い課題については、次の年度へ反映させるという

PDCAサイクルが成り立っています。 

同法人では研修計画を下記の３つに細分化し

ています。 

法人内で役職横断的に研修計画策定委員会を

設置し、（前述の）個別研修計画から職員が求め

ている研修を抽出して、現場の声を反映させる法

人全体の研修計画を企画しています。この過程で

各施設単独で実施する研修も包括され、最終的に

階層毎に必修の研修が、「いつ」「どこの施設（又

は外部研修）で」「どんな内容なのか」が、一目で

わかる全体の研修計画を立てています。（図表５） 

 ③からもわかるとおり、資格取得も重要視して

（図表３：個別研修計画表（抜粋）） 

【研修を細分化】 

①「OJT（職務を通じての研修）」 

②「OFF-JT(職務を離れての研修)」 

③「SDS（自己啓発）※資格取得も含む」 

（図表４：研修計画（抜粋）） 

5月 6月

嘱託・
パート
臨時

・職業倫理、マナー研修
講義：内部講師
グループワーク：内部講師

初級

中級

上級
・地域資源とネットワーキング
・地域資源としての中信社会
福祉協会の役割

管理・経

営職

・福祉施設の経営について

講師：村岡氏

全体

権利擁護研修

講義：外部講師
・障害者相談支援従事者初任
者研修

・接遇、コミュニケー

ション研修
講義：外部講師
グループワーク：ファシ
リテーター（内部）階

層
別

O
F
F
-

J
T

区分
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いるため、国家資格受験対策勉強会を開いたり、

職免制度や資格手当を支給する制度などを整備

し、法人全体で国家資格取得を奨励しています。

その結果、社会福祉士や介護福祉士の国家資格の

取得が進みました。 

しかしながら、国家資格取得がゴールではあり

ません。同法人では国家資格取得は「スタートラ

イン」であり、取得後から自己研鑽が始まる、と

の考えが根底にあります。 

そのうえ、同法人では職員の職能団体への加入

率が高い事実があります。そのため同法人では、

職能団体の持つ、 

・研修機能 

・ネットワーク機能 

 ・社会改良機能 

を、大いに活用しています。 

なお、職能団体の主催するシステム化された研

修に職員が参加することは、法人職員にとって他

事業所や職種間の全県的なネットワークを構築

する大切な機会にもなっています。 

 

若者世代の離職防止のため、 

新人教育にチューター制を試行導入 

 新任研修は法人全体で年度当初に３日間かけ

て、基本理念や医療知識、社会人のマナーなどの

座学と法人内の施設見学を合わせて行います。そ

して秋にはフォローアップ研修が行われます。 
その他、年度当初は各施設で異動職員も含めて

マニュアルに沿って座学を行い、主任・係長が現

場においてＯＪＴを常に実施しています。 

さらに新人教育に関しては、今年度（平成 28年

度）から試行的に導入しているのが、「チュータ

ー制」です。 

例年、離職者が少ない同法人ですが、昨年に新

任職員の離職があったため対応に悩んでいたと

ころ、県下のある法人から「『チューター制』を実

施したところ、効果があった」との話を聞いたこ

とから、その法人からノウハウを教えてもらい、

現在、法人内の二つの施設で試行的に取組んでい

ます。 

チューターは入職１～２年目の職員で、同性を

基本として配置しています。変則勤務であること

から、ノートをコミュニケーションツールとして

利用することで、仕事上の指導やアドバイスだけ

でなく、悩みなども共有することができます。ま

た、ツールに頼るだけではなく会話もしっかりと

交わしているため、チューターは新任職員の「心

の支え」になっている、との良い効能が出始めて

います。 

社会福祉法人 中信社会福祉協会 

障害者支援施設ささらの里 施設長 

      三村 仁志さん 

☞ 本事例のポイント 
● キャリアパスを自己研鑽のツールとして利用し、職員個々の研修計画と連動 

● 個別研修計画からボトムアップ方式で現場の課題を抽出・把握し、法人全体の研修計

画に反映 

キャリアパスと個別研修計画を連動させ、研修を

体系化したことで、職員にキャリアパスの必要性と

理解が進みました。それに伴い、県社会福祉協議会

が実施しているキャリアマネージャー養成課程を

受講した職員が研修計画を策定し、キャリアパス自

体の改良に主体的に参加しています。 

人材確保が難しい時代に入り、いかに福祉の職場

が魅力的か待遇面も含めて発信していくことが必

要です。その上でしっかりした人材育成理念を組織

の隅々まで共有して、職員個々がモチベーションを

もって自己研鑽できる組織にしていくことが理想

です。 

ご担当者からのひとこと 
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現場任せの職員養成からの脱却を目

指す 

高齢協は、「支え合いと協同で、だれもが住み

慣れた地域で豊かな生活と輝く人生を築き、あ

わせて暮らしやすい社会づくりに貢献します。」

という理念のもと、介護・福祉に関する事業や

活動を展開しています。 

しかし、高齢協では事情は様々ですが職員の

入れ替わりが多く、人材が育たない課題を抱え

ていました。ある程度の経験を積んだ職員が管

理者やリーダーになっても、体系的な研修を受

けることもないまま管理の職責を担うことに

なるため、行き詰って退職してしまう人も少な

くありません。後任もその職責を担う準備もな

いまま任命されても前任者と同じ轍を踏ませ

てしまっています。 

また、新しい職員を採用しても通り一遍に法 

人の理念や必要な知識を伝えることができて

も、その後の職員の育成や研修は事業所の管理

者任せとなっていました。このため、育成方針

や研修への取り組み方が事業所毎に異なり、確

実にステップアップし後任が育つ事業所とそ

うでない事業所の差があり、前者はごくわずか

なのが実情でした。 

また、常態的に人手が不足している事業所も

あり、日々現場のケアに追われてしまうため、

管理者も職員も「経験年数を重ねるごとに取得

すべき知識やスキル」を身につけることができ

ず、「職員の成長が期待できず、やりがいや目標

を見出せない」ことも職員が定着しない原因の

一つになっています。 

このように、高齢協は職員の育成方針や仕組

みがないため、法人として職員を育てる、職員

が育つ環境になっていない現状が大きな課題

になっていました。 

事例⑤ 長野県高齢者生活協同組合 

（生協法人、愛称：かがやきながの） 

キャリアパスで進める、働き続けたく

なる職場づくり 

長野県高齢者生活協同組合（以下、「高齢協」と

いいます）は平成 8 年 3 月に設立され、高齢者を

はじめとして地域で暮らす人たちを支える事業・

活動を展開しています。 

全県展開を目指し、県内の各地で様々な介護・福

祉サービスを立ち上げてきましたが、その事業所

が所在する地域センター、事業所管理者を中心に

運営してきたため、高齢協が目指す理念が共有で

きていないことが課題でした。また、こうした中で

職員の入れ替わりも多く、退職理由に「専門性や能

力を十分に発揮できない、今後のやりがいが見出

せない」ことを理由にする人も少なからずいまし

た。 

この状況を変え、法人の考えを全職員が理解し

実現できるように、さらに「働きやすい職場づく

り」を目指し、まず全職員共通のキャリアパスガイ

ドラインの導入を進めていくことにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(写真は中信地域センター事務局) 

名称 
生協法人 

長野県高齢者生活協同組合 

設立 平成8年3月 

所在地 長野市南長池761-3(本部) 

事業 

介護保険事業、障害者福祉サ

ービス事業、公共事業、配食

事業、有償在宅福祉サービ

ス、介護関連の講座事業等 

従業員数 約240名 
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この状況を変え、法人の理念を実現するため、

理事や担当者は「高齢協がこうありたい姿」を、

以下の3点に整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

これを実現するため、担当者が理事や職員の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見も聞きながら模索していたところ、キャリ

アパスによる職員育成の取り組みがあること

を知り、理事会の承認のもと高齢協でも導入に

向けて取り組むことを決めました。導入に向け

ては、長野県社協が開催する「福祉職員生涯研

修【キャリアマネージャー養成課程】」に参加し

たり、長野県内外の実践事例などを参考にする

などして、キャリアパスの考え方を整理し、キ

ャリアパスガイドラインを作っていきました。

原案を現場職員や理事等にも確認してもらい

ながら意見も聞く中でガイドラインを整えま

した。（図表1、図表2参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①職員の定着を目指し、就労した職員が法人

の理念に沿った働き方ができ、必要な知識

やスキルを身につける。育った職員が管理

者・リーダーになって理念に沿った事業運

営ができるようにしたい。 

②職員が働き甲斐ややりがいをもつことが

でき、将来性のある職場にしたい。 

③今以上に、一定の(できればそれ以上の)賃

金保障がしたい。 

（図表 1）長野県高齢者協同組合 職員に関するキャリアパスガイドライン（一部抜粋） 
 

段

階 
対応役職 求められる能力・機能 

必要経

験年数 

研修 

内部研修 外部研修 

第
６
段
階 

上級管理者 

施設長 

副センター長 

①法人の理念、使命、目

指すものを踏まえた

事業所の方向性が示

せる。 

②法人の理念等を踏ま

えた事業所運営が実

践できているか評価

できる。 

①部門事業計画、予算を作成し、ＰＤＣＡサ

イクルに沿った実施ができる。 

②職員が育つ環境を作ることができる。 

③計画的な職員採用を行っていける。 

④適切な評価を行える。 

①行政・地域との連携体制

が構築できる。 

②地域ニーズに基づく必

要な事業・サービスを展

開したものを評価し、新

たな提案ができる。 

③地域に活動の普及・啓蒙

ができる。 

8年～  
福祉職員生涯研修

(管理者専門) 

第
５
段
階 

初級管理者 

事業所管理者 

事務局員 

①法人の理念、使命、目

指すものに沿った指

導、サービス提供がで

きる。 

②組合員としてのあり

方、他の組合員とのつ

ながりがもてるよう

に働きかけることが

できる。 

①事業所計画、予算を作成し、ＰＤＣＡサイ

クルに沿った実施ができる。 

②組合組織の一員として業務を行えるよう

な環境づくりが行える。 

③必要なマニュアルを作成、修正できる。 

④会議の目的設定や内容の構成を示すこと

ができる。 

⑤業務(サービス）の質の管理ができる。 

①地域交流・事業連携の整

備ができる。 

②地域の諸団体との関係

づくり、イベント活動の

立案・実施を行う。 5～8年 

初級管理者

研修(新任

管理者 )8

時間程度 

福祉職員生涯研修

(管理者基礎) 

第
４
段
階 

リーダー 

サービス提供責

任者 

生活相談員 

介護リーダー 

チームリーダ

ー 

①法人の理念に基づく

行動を行うよう指導

ができる。 

①組合組織の一員として、業務が行えるよう

指導ができる。 

②マニュアルを徹底できる。 

③職場の課題や更に良くする点を見つける 

④円滑に会議を進行できる。⑤問題解決能力

を高める。 

⑥事業所内研修の企画・立案ができる。 

①地域のことを知り、地域

資源の活用ができる。 

②地域のイベント・PR活動

の立案に関わることが

できる。 
3～5年 

リーダー研

修 ( 指 名

者)6 時間

程度 

福祉職員生涯研修

(リーダー)[チー

ムリーダー、チー

ムマネジメント]、

福祉職員生涯研修

(職場内研修担

当)[OJT][キャリ

アパス] 

第
３
段
階 

中堅職員 

①法人の理念に基づい

た行動ができる。 

①組合組織の一員として、意見を述べる、提

案ができる。 

②業務マニュアルの見直し、提案ができる。 

③職場の問題解決と改善目標を設定できる。 

④会議で司会・進行ができる。 

⑤事業所内研修で講師ができる。 

⑥委員会の責任者を務めることができる。 

①他職種、他団体との協

力・連携を図ることがで

きる。 

②組合員の考えを引聞き、

引き出すことができる。 

③地域のイベント・PR活動

に参加できる。 

3～5年  

福祉職員生涯研修

(中堅)[キャリア

デザイン、セルフ

マネジメント]、防

火管理者、苦情処

理についての研

修、ストレスマネ

ジメント(基礎) 

第
２
段
階 

職員 

(パート職員含

む) 

①法人の理念、使命、目

指すものを語ること

ができる。 

①組合組織の一員として、業務マニュアルに

沿った業務が実施できる。 

②職場の問題解決に向けた提案、取り組みが

できる。 

①働く仲間と協力して業

務に取り組める。 

②組合員、利用者の声を聴

くことができる。 

③地域の資源を知る。地域

の活動に参加できる。 

1～3年 

1 年後研修

(入職 1 年

後)6 時間

程度 

苦情対応システム

研修会、権利擁護

ネットワークセミ

ナー、救急救命な

ど 

第
１
段
階 

職員 

(新任) 

(パート職員含

む) 

①法人の理念、使命、目

指すものを理解でき

る。②協同組合につい

ての理解ができる。 

①組織の運営方針、事業計画、組織図などが

理解できる。 

②組織の一員という自覚がもてる。 

③業務マニュアルを知ることができる。 

①協同の意味を理解でき

ている。 

②組合員・利用者などと十

分にコミュニケーショ

ンを取り業務を行える。 

③他の職種、他部署の業務

内容が理解できる。 

～1年 

新任者研修

(入職後 60

日以内 )3

時間程度 

福祉職員生涯研修

(新任)[メンバー

シップ、コミュニ

ケーション] 

カテゴリの定義・ 

内容 組織理解 組織運営管理 協同 
必要経

験年数

(目安) 

内部研修 外部研修 

カテゴリ名 研修 
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全職員共通の目標を定め、まずは介

護事業から運用 

高齢協には常勤・パート職員を合わせ約240

名が就労組合員として在籍していて、その約半

数が介護サービス事業に従事し、その他の職員

は公共事業・配食サービスなど他の業務を担当

しています。キャリアパスガイドラインを作成

するにあたり、当初は介護職員を対象に実施し

ようと検討しました。しかし、高齢協は幅広い

分野で事業を実施しており、職員としてどのよ

うな職種や業務にあたっていても法人の理念

を理解した上で仕事に取り組むことが必要だ

と考えました。   

そのため、全職員共通のキャリアパスガイド

ライン(育成マニュアル)を作成し、次のステッ

プとして事業種別のガイドラインを作成する

方針で進めていくことにしました。 

全職員共通のガイドラインの策定にあたっ

ては、職員や各事業所からの意見を集約し、丁

寧に説明を繰り返しながら9ヶ月の時間を掛け

て作成してきました。この間、理事や職員から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は「ハードルが高いのでは」「内容が細かすぎる」

との意見もありましたが、職員側からは「スキ

ルアップをしたい」「待遇改善に結びつけて欲

しい」と前向きな声も上がり、最終的に10のカ

テゴリで第1段階から第6段階を設定し、新入職

員から管理者・施設長クラスまでの共通ガイド

ラインを作成し、平成28年4月から導入しまし

た。 

当初は管理者クラスも含め、全職員がまずは

第1段階から取り組もうと始めたところです。

法人の方針、各事業所の事情もあり、現状は介

護事業所の一部で運用が始まったにすぎませ

ん。導入した事業所では職員の意識が少しずつ

変わりつつあります。例えば、これまで職員の

多くは“研修は負担”“研修に行く時間があるの

なら現場でのケアが優先”という捉え方をして

いましたが、高齢協として方針が明確になった

ことにより「よりよいケアをするため」と前向

きに研修に参加するようになってきました。 

今後は、内部研修のメニュー工夫や外部研修

に参加するための体制整備や第3段階以上の研

修の実施、特に中堅・管理職員以上への展開が

(図表2)長野県高齢者協同組合 職員に関するキャリアパスガイドライン(一部抜粋) 
（第1段階 職員（パート職員含む））   2015年度 

 

氏名                    入職年月日 平成   年   月   日 所属事業所名                     .  

   

平成27年度 自己評価 自己分析票  ※  

目標  
  

     

定義・ 

内容 

求められる能力・

機能 
具体的な確認事項 4月 9月 3月 

 

組
織
運
営
管
理 

組織理解 

法人の理念、使命、

目指すものを理解

できる。 

高齢者協同組合の理念、定義、目指すものを知っている。      

自らが所属している事業所の理念、目指すもの、役割を理解できている。      

協同組合について

理解ができる。 
「協同組合」の理念や成り立ち、担う役割について理解できている。      

組織運営

管理 

組織の運営方針、事

業計画、組織図など

が理解できる。 

高齢者協同組合の組織構造、組織に関する基本事項を理解している。      

高齢者協同組合が行っている事業、提供サービス、活動を知っている。      

高齢者協同組合の収支状況や経営状況について、適切な情報を得て、確認できて

いる。 
     

自らが所属している事業所の事業計画・予算計画が理解できる。      

組織の一員という

自覚がもてる。 

自らが高齢者協同組合の組合員であることを自覚し、仕事を行っている。      

組合としての活動、地域懇談会等があり、取り組んでいることを知っている。      

業務マニュアルを

知ることができる 

自らが所属している事業所の運営規程、重要事項説明書、契約書等の内容を理解

できている。 
     

自身の所属する事業所の業務内容、取り組むべきことを理解できている。      

マニュアルがある場合には、それを知って、理解することができる。      

協同 

協同の意味を理解

できている。 

「協同」とは何かを知っている。      

「3つの協同」について理解できている。      

組合員・利用者など

と十分にコミュニ

ケーションをとり

業務を行える。 

組合員・利用者など関わる人たちにあいさつができ、積極的に声をかけることが

できる。 
     

組合員・利用者が不快に感じないような言葉づかいができる。      

利用者や家族の状態によって、言葉づかいを使い分けることができる。      

他の職種、他部署の

業務内容が理解で

きる。 

組合内にある事業所、スタッフの職種を知っている。      

組合内の他の事業所の業務内容、それぞれのスタッフの役割について理解できて

いる。 
     

 

1 できていない 2 少しできている 3 普通 

4 だいたいできている  5 よくできている 

№1 
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今後の急務になっています。 

キャリアパスを定着させるには管理

者養成がカギに 

キャリアパスの必要性は、すでに取り組み始

めている事業所での効果も踏まえ、高齢協全体

で理解されています。しかし、高齢協で導入を

始めたキャリアパスガイドラインですが、導入

できているのは約30事業所のうち介護事業所

10事業所の中の4事業所に留まっています。他

の分野の事業所での導入はまだ先の話になり

そうです。 

高齢協の事業・活動拠点は長野市、松本市、

佐久市、下伊那郡下條村と県内に広く展開して

いますが、キャリアパスを担当しているのは専

務理事と担当者1名で、全事業所に手が回らな

いこと、各事業所の管理者がキャリアパスを運

営できるような養成が間に合っていないこと

も課題です。 

また、キャリアパスの導入と並行して、職員

の給与体系見直しも進めています。今までは介

護職のパート職員は業務内容にかかわらず一

律の時給でしたが、これからの介護は高い専門

性が求められたり、一方で生活サポート的なサ

ービスが求められたりと、業務内容がさらに多

様化することを見据え、これらにあった新しい

給与体系に一部移行しました。今後は職員が納

得できるような給与体系の見直しを目指して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきます。 

この新しい給与体系とキャリアパスガイド

ラインを連動させることで、職階層の明確化と

それに対応した待遇条件に反映されているこ

とを目指していますが、キャリアパス制度の運

営とそれに応じた評価、職員本人へのフィード

バックができる管理職員まだまだ十分ではあ

りません。 

キャリアパスについては、“職員一人ひとり

が目標を設定し、それに向けて取り組んでいけ

る”と、職員の間でも一定の理解が得られてい

ますが、これを運用し職員を評価しながら育て

ていくことができる管理職員の養成が今後制

度を定着させていくためのカギとなっていま

す。 

キャリアパスガイドラインは、現在の所全職

員共通のものと介護事業別（通所介護、訪問介

護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護）、

事業職員のものが作成されていますが、当面の

運用は全職員共通のものを介護事業所で取り

組むことから始めます。介護事業種別のものは、

今後、国がすすめるキャリアパスガイドライン

にリンクさせて運用したいと考えています。 

将来的には全職員が取り組めて、このガイド

ラインが目標に向かう業務に活かせて、段階に

応じて待遇条件も保障できることが具体化で

きるように確実に歩みを進めていきたいと考

えています。 

 

☞ 本事例のポイント 

● 法人の理念・目標を、全職員共通に理解させるキャリアパス制度 

● 目標の明確化が職員をやる気にさせ、学ぶ姿勢が生まれてくる 

 

 

 

ご担当者からのひとこと 長野県高齢者生活協同組合介護事業部 

内田 信幸さん 
職員全員がこの職場で働き続けたいと思えて、

組織の中で育ちながらスキルアップして、それに

見合った待遇保障ができる。 

それを実現することで良い仕事につながり、地

域の方たちの役に立てるように、キャリアパス制

度の運用を進めていきます。 
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職員の不安の解消のため、人事の枠組

みを創る 

「福祉は『やりがい』『生きがい』の仕事」。 

そうは言っても、職員にだって家族や生活があ

るのに給料は安い。『やりがい』のみを原動力に

仕事をしていたら、『やりがい』のある仕事はい

つの間にか『片づけ』仕事になってしまい、何時

しか『やりがい』までなくなってしまう。 

同法人がキャリアパスを導入した契機は、職員

がこのように福祉の将来に不安を感じるように

なっていることや、努力したことや資格を取るこ

と、研修に出て学んだことが報われるのか、とい

う疑問が表面化したことでした。 

もう一つは、小規模事業所であれば職員数も少

なく、評価者は一人で事足りましたが、事業が多

面的に拡大し職員数が増えたことで評価者も多

数が必要となりました。そして、職員一人ひとり

を公正かつ適正に評価する処遇を実現するため

には、評価する側の「ものさし」を統一する必要

性が出てきたのです。 

職員のやりがいをなくしたくない。そして福祉

の仕事に携わって働く人達の給与を、意欲と能力

に見合ったものにしてあげたい。そんな想いから、

同法人は職員が経験やスキルを基に昇給・昇格で

きる人事システム創りに取り組み始めました。 

職員のモチベーションと生活を支え

るキャリアパス要件を構築 

 まずは人事制度の根幹となるキャリアパスで

すが、人そのものの能力の向上段階に応じた処遇

を可能にする３階層６等級に分けています。（図

表１） 

階層を（Ｐ）ﾌﾟﾚｰﾔｰ、（Ｌ）ﾘｰﾀﾞｰ、（Ｍ）ﾏﾈｰｼﾞ

ｬｰの３階層に区分したものを更に６等級に分け

て位置づけています。 

管理職は（Ｍ）ﾏﾈｰｼﾞｬｰ階層の５等級以上とし

ています。そして進級と昇格を分け、同一層内で

のステップアップは進級とし、上位階層へは昇格

とし、昇格は多面的評価で行ないます。 

具体的には進級・昇格の要件を、資格要件や人

事考課の評価、経験年数だけではなく、等級に応

じて、上司の推薦や試験・面接審査を経るなどの

様々な角度からの評価に比重を置くものとなっ

 

働きやすく、生活を支えるキャリアパ

スでモチベーションの向上へ 

 

特定非営利活動法人北アルプスの風は、平成

14年、利用者がたった 3人の介護事業から始ま

りました。 

今では関連法人を設立し、高齢者だけなく障

害福祉サービス、介護人材育成や若者の社会参

加支援と多岐にわたる事業を大北地域及び安曇

野市で展開しています。 

これほど事業が多面化した成因は「地域に必

要だったから」と、「困った人は見捨てられな

い」から。地域のニーズに応じて事業を展開し

ていくうちに、今では地域の方々から“困った

ときの北アルプスの風さん”と呼ばれていま

す。 

しかし、事業規模を拡大したことで同法人は

新たな局面を迎えます。そして人事制度の整備

に動き出すことになりました。 

 
 

名称 北アルプスの風グループ 

（特定非営利活動法人・株式会社 

北アルプスの風） 

設立 平成 14 年 6 月 

所在地 大町市大町 2790 番地 2 

安曇野市豊科南穂高 2240‐1 

事業 高齢者サービス、障害福祉サ―ビ

ス、介護人材育成、ひきこもり等

若者社会参加支援 

従業員数 約 170 名 
１ 

事例⑥ 北アルプスの風グループ 
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ています。 

さらに、社員一人ひとりが仕事を理解し行動

できるように仕事内容とレベルを明示していま

す。これを自己啓発やＯＪＴの道標として、また

人事考課の客観的な「ものさし」としても使って

います。（図表２） 

人事考課の考課要素に「おもてなしの

心」と「福祉の仕事の職業倫理４か条」

を組み込む  

昇給・進級・昇格をするためには、人事考課（評

価）が必要となります。 

そこで同法人では、３つの考課項目（①業績考

課、②意欲態度考課、③能力考課）を組み合わせ

た人事考課を組み立てました。 

この人事考課の①と②を年２回、③を年１回実

施し、①・②は賞与に重視され、③の能力考課は

主に昇給・進級、昇格等の処遇に反映されるよう

になっています。 

この人事考課の手順は、まず最初に自己評価

（セルフチェック）の後、管理職が評価をし、事

務長が取りまとめる仕組みです。 

また考課の内容は、あくまでも福祉の職場にお

ける人事考課にふさわしい内容で作成されてお

り、特に目を引くものとしては、「業務・意欲態度

考課」の考課要素に「おもてなしの心」と「福祉

の仕事の職業倫理４か条」を取り入れています。
（図表３） 

この２点は、福祉を支える者として、年に２回

【人事考課項目のねらい】 

 

６等級

［部長及び同等職］
介護福祉部部長
障害福祉部部長

事業開発・人材育成部部長

341,000～
550,250

５等級

［課長及び同等職］
施設職

統括管理者
かいごの学校長

8 ∞
212,000～
351,500

４等級
［係長及び同等職］

事業所管理者
6 ∞

186,000～
280,900

３等級

［主任及び同等職］
介護・看護主任
主任生活相談員

主任サービス提供管理者
主任サービス管理責任者

主任相談支援専門員
事務主任

4 ∞
155,000～
224,300

２等級

生活相談員

サービス提供責任者

サービス管理責任者

相談支援専門員

事務主事

3 6

・介護福祉士実務者研
修修了
・介護職員初任者研修
修了
・訪問介護員２級

150,000～
203,000

１等級 係 3 4
135,000～
173,700

職能分類

対応業務 対応職位 地域選択制

滞留年数

資格要件
階層

給与

各種手当等級 標準 最長
給料月収水

準（円）

○役職手当
○資格手当
○会議手当
○処遇改善手当
○事務担当手当
○食事担当手当
○夜勤手当
○住宅手当
○家族手当
○通勤手当
○退職金制度一

般
職

（
Ｌ

）
リ
ー

ダ
ー

管 理 補 佐

実 務 習 熟

［福祉職］
・介護福祉士
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護支援専門員

［医療職］
・看護師
・准看護師
・理学療法士
・作業療法士

※理事長が同等の能力を有す

ると認めた者

（
Ｐ

）
プ
レ
ー

ヤ
ー

実 務 補 佐

指 導 援 助

実 務 定 型

管
理
職

（
Ｍ

）
マ
ネ
ー

ジ

ャ
ー

組 織 統 括

管 理

業 務 責 任

オ
ー
ル
エ
リ
ア
社
員
（全
地
域
異
動
社
員
）

エ
リ
ア
社
員
（地
域
及
び
職
務
分
野
限
定
社
員
、
但
し
シ
フ
ト
勤
務
が
可
能
な
者
）

変
更
可
能

（図表１：職能資格等級フレーム（抜粋）） 

① 業績考課 
経営への貢献度を端的に表すもので、仕事の量と仕事

の質の目標達成度について、「過去形」で評価するもの。 

② 意欲態度考課 
組織の一員としての自覚を身につけて行動している

かを「過去形」で評価するもの。 

③ 能力考課 
職務行動を根拠に必要な能力を身につけているかを

「現在形」で評価するもの。 

等級 主な職務内容 求められる能力

3等級

（下位等級の職務に加えて）

○サービスの質の管理

○新規利用者の対応手順の作成
○家族対応

○地域、他機関、他職種との連携・協力業務
○サービスの業務改善

○後輩指導

○業務の目標を立て、課題解決に取り組む能力。
○当該分野の高度かつ適切な技術を身につけ、同僚、後輩に対

してモデルとなり得る能力。

○各種プラン、プログラムを作成しサービスの質の向上、改善を
成し遂げる能力。

○地域資源を活用して業務を推進する能力。
○研究活動や事例発表などを通じて知識・技術等の向上を図る

ことができる能力。

○後輩を育てるという視点を持って、助言・指導を行える能力。

2等級

○個別援助計画の作成

○個々のニーズに応じた介護の実施
○応用介護、健康管理

○日常活動援助

○報告・連絡・観察・記録
○介護・委員会参加

○外部研修参加

○専門的知識・技術の応用的実践ができる

○職場の課題を発見し、チームの一員として課題解決に努める。
○ケアプランの内容を理解し、個別援助計画を作成する能力があ

り、サービスを実践できる。

○職業人としての自分の将来を設定し、具体化することができ
る。

○地域資源の活用方法について理解できる。

 

（図表２：等級別職務内容と求められる能力（抜粋）） 
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の人事考課で必ず確認をして、人材育成に繋げた

いという考えがあります。 

 管理職も人事考課を行うことで、部下を育てる

ものさしができたこと、そして部下を育てるため

に必要な資質を身につけるきっかけになってい

ます。 

他職種の経験を吸収する柔軟さが地

域貢献への近道であり、新たな雇用を

生む 

「おもてなしの心」は、他事業所から転職して

きた職員の経験が生かされたものです。 

同法人は中途採用者も多く、他職種からの転職

者の前歴・経験も良いサービスを提供するヒント

を教えてくれる、と神谷代表は言います。 

また、ニーズに合わせて小規模事業所を立ち上

げ、増やすことで、若い世代が比較的早くリーダ

ー階層に昇格することができ、それが若者世代の

モチベーションの向上や、自己実現にも繋がりま

す。これは、神谷代表の「若い人たちも‟いいもの

“を持っているので、早めに色んな経験をさせて

あげたい」との想いがあるからです。 

 

職員自身がキャリア形成や働き方を

選べる地域選択制の導入 

同法人の特徴的な仕組みの一つは、職員自身が

働く分野や地域を選択できる制度を導入してい

ることです。それがオールエリア社員（全地域異

動社員）とエリア社員（地域及び職務分野限定社

員）の区分です。 

以前は主婦の方は異動が難しいとの理由から

正職員になれず、パート勤務を余儀なくされてい

ました。しかし、新たに「エリア社員」という形

を作ったことで、通勤可能な範囲のみで勤務でき

るようになりました。またパート社員からエリア

社員として、昇給・昇格ができる仕組みにもなっ

ています。そのほか、エリア社員は事業所限定で

働くこともでき、障害福祉サービスのみの勤務や

グループホームのみの勤務など、自身の専門分野

に限定して働くことも可能です。 

図表３：（業績・意欲態度考課） 人事考課表（P）ﾌﾟﾚｰﾔｰ階層〈1等級・2等級用〉（抜粋） 
内容 考課要素 定　　　義 着　　眼　　点 評　　　価

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

　　　　　　　S　　　　A　　　　　B　　　　C 　　　　D 

自己評価　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

一次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

二次評定　┃－－－┃－－－┃－－－┃－－－┃

自
己
申
告

業績、職場改善の為に実行した項

目

例）コスト削減、利用者からのお褒

め、職場での人間関係、模範とな

る行動態度等、etc、実行した項目

「はい」という素直な心をもち、「どうしました」という気遣いの心を持ち、「そうですね」と
いうわかり合う心を持ち、「おかげさまで」という謙虚な心を持ち、「すみません」という反
省の心を持ち、「おかげさまでという謙虚な心を持ち、「ありがとう」という感謝の心を持
ちながら常に行動しているか。

１条．常に社会福祉に携わる者として誇りをもって仕事をしているか。
２条．常に愛情と熱意をもって対象者の自立を助け、ご自宅やホームでの暮らしの援
助をしているか
３条．対象者の尊厳を守り、常に対象者の立場に立ち仕事にあたり、対象世帯や地域
住民から信頼される介護者であったか。
4条．常に服装や言葉遣いに気をつけ、笑顔を忘れず、仕事上知り得た他人の秘密は
口外していないか。

職業倫理の４か条の遵守
介護福祉に携わる者の職業倫
理に関する行動、態度

職業倫理

意
欲
態
度
考
課

同僚、上司、後輩と協力して職務全体の仕事をうまく進めているか。
職場にうまく溶け込んで摩擦を起こすようなことはないか。
職場の課題を発見し、チームの一員として課題の解決に努めているか。
自分の意見に固執し、折り合いのつかないようなことはないか。

責任性
最善をつくし、最後まで責任を果
たそうとする努力の行動態度

仕事の課程や結果に責任をもち、他の責任にするようなことはないか。
仕事を完遂する意識が強いか。
仕事のことについてよく連絡、報告、相談をするか。

積極性
常に旺盛な医薬と十分な熱意で
仕事に取り組むとともに、仕事を
うまくやろうとする意欲態度

色々なことに対して関心が強い。
困難にぶつかっても前向きに対処できる。
目標達成意欲が強い。
自発的に考えようとする。

仕事を効率よくよく行っているか。
時間内に行った仕事量は適切か。
予定の仕事をやり残すことはないか。

仕事の課程は正確であるか。
結果は正確であるか。
誤りがなく安心して仕事を任せられるか。

規律性
組織の一員としての自覚のもと

に、まじめに仕事に取組み、職務
を円滑に果たすための行動態度

規律時間にルーズなところはないか。
態度に陰ひなたがないか。
勤務態度、勤務振りに悪いところはないか、やる気があるか。
健康が管理され欠勤、遅刻、早退は多くないか。

量的成果
業
績
考
課

仕事（業務）の効率性、又時間
内に行った仕事の量

質的成果
仕事（業務）のできばえ、内容の
良さ、正確さの度合

協調性

組織の一員として自らの立場を
自覚し、業務の円滑な遂行のた
め上司や同僚と一致協力して業
務をすすめる態度

おもてなしの心
北アルプスの風「サービス七つ
の誓い」の行動と態度
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管理者の役目は人づくり（人材育成）

である 

 「管理者の役目は人づくりである」とは、神谷

代表の言葉です。 

この言葉のとおり、同法人は介護人材育成事業

（介護職員初任者研修・実務者研修その他各種講

習会）も手掛けており、そこで資格取得を目指し

た人材育成を行っています。 

平成 28 年度から運用を開始した新しい人事制

度でも、等級ごとに設定された資格要件を昇格の

前提条件の一つに定めています。また人材育成を

推進する事業開発・人材育成部長も新たに設置さ

れました。 

なお、法人職員の受講に係る研修費用は、全額

法人が負担しています。 

その他、外部研修も仕事に繋がる研修は法人負

担となっています。考課内容に「おもてなしの心」

の要素を組み込んだことから、若手職員から「デ

ィズニー流接遇研修」の受講希望もあります。 

内部研修は、月１回の職員会議と合わせて勉強

会がありますが、来年度からは、内部研修を一新

して、介護職員、看護職員等の資質向上の観点か

ら知識・技術・心の 3 領域について、バランスよ

く教育できる研修内容を実施しようと企画中で

 

す。（図表４） 

 この研修は、職員が利用者の尊厳のある介護を

実現するために、そして自立を支援できる職員で

あるために、日々の研鑽を目的のひとつとして、

さらに法人内の他部門間での交流を図り、それぞ

れが意見交換をすることで日々の介護の見直し

ができる、勉強会を通してのグループスーパービ

ジョンの一環とするねらいがあります。 

 講師は内部の介護福祉士や看護師、必要に応じ

て学識経験者を招き実施する予定です。 

 同法人では、人事システムは構築しましたが、

まだまだ発展段階であると捉えています。これか

ら、効果的な運用に向けて取り組んでいきます。 

北アルプスの風グループ代表 神谷 典成さん 

リーベまつかわ 副施設長 井原 聡さん（左） 

☞ 本事例のポイント 
● 職員が働きやすく、かつ処遇（給与）への反映が明確化したキャリアパス制度 

● キャリアパス制度をバックアップする人材育成も同時に推進 

平成 29 年 4 月よりパート社員の人事制度を

導入します。社員の人事制度と連動し、パート

社員のモチベーションが維持できる同一労働

同一賃金等に配慮した制度設計となっており

ます。 

また、同グループの顧問弁護士に無料で職員

の法律相談を行って頂いたり、若手職員向けの

社員アパートの完備や年配の職員からの要望

による入院保障の保険加入など、職員の福利厚

生制度を充実させてきました。 

地域のニーズに応えるたけでなく、職員のニ

ーズにも応えた働きやすい環境づくりを心掛

けています。 

（図表４：研修計画（抜粋）） 

知識（OJT） 技術と倫理（OFF-JT） 時　期

・職業倫理 組織作りと法人理念・人事制度 ４月

・身体拘束 ブリーフケアと死生観 6月

・認知症の理解 医学一般と医療的ケア 7月

・高齢者虐待 救急蘇生法演習とAED講習 8月

・コミュニケーション概論 食事支援 9月

・非常災害時の対応 着脱支援と入浴支援 10月

・介護過程の展開 排泄支援 11月

・感染症 ボディメカニクスと移動の支援 12月

・サービスの情報公開
・プライバシーの保護

福祉の接遇とビジネスマナー 5月

ご担当者からのひとこと 
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地域の福祉・介護ニーズを捉えて、

様々な業態でサービスを展開し、事

業を拡大 

 

社会福祉法人ふれあいは、平成 22 年 2 月に

設立されましたが、その母体となった株式会社

ふれあいは、通所介護、短期入所生活介護、訪

問介護、グループホーム、居宅介護支援事業な

どを核とする「ケアセンターふれあいの里」を

平成 17 年に立ち上げ、地域に密着した介護サ

ービスを提供してきました。 

その後、介護を必要とする高齢者の在宅生活

での医療的ケアのニーズに応えるため、訪問看

護ステーションふれあい（株）を立ち上げ、ま

た、一人暮らしの高齢者が増え、その見守りと

食事提供のニーズに応えるため、株式会社ふれ

あいで生活支援事業（宅配弁当）を新たに展開

する等、地域の医療・介護ニーズを捉えて、様々

な事業を展開してきました。 

 

 

 

こうした流れの中、地域密着型介護老人福祉

施設の立ち上げに合わせて設立されたのが、社

会福祉法人ふれあいです。 

“「老いを共に楽しむ」地域社会を目指し、

ふれあいの和で実現をお手伝いし、社会に貢献

します。”を法人理念に掲げ、この理念を実現

するために、スタッフには夢を持ち、その夢を

叶えて欲しいとの願いで事業を開始しました。 

しかしながら、社会福祉法人ふれあいの立ち

上げからしばらくは、離職率が 30～40％と高

い状態が続き、3 年で職員の殆どが入れ替わる

ような状態が続きました。 

 

職員の不安の声に応え、キャリアパ

スと評価制度を導入 
 

関連法人の株式会社ふれあいでは、事業開始

後、「何年働いても自分の将来が見えない」、「結

婚を機に退職します」、「夢が持てません」、「一

事例⑦ 社会福祉法人ふれあい 

（みなみみのわふれあいの里） 

地域のニーズを捉えて地域に密

着したサービス展開を支える人材
育成に取り組む 

社会福祉法人ふれあいは、平成 22年 2月

に設立された新しい法人で、上伊那郡南箕輪

村で、地域密着型介護老人福祉施設、小規模

多機能型居宅介護事業所などの事業を展開し

ています。 

近隣に関連法人が複数あり、それぞれ地域

のニーズに合わせて、種類の違うサービスを

連携を図りながら展開しています。 

職員数が徐々に増えるにつれ、職員からの

「将来への不安」に関する声が高まり、それ

に応える形で、キャリアパス・評価制度の導

入・運用を図ってきました。こうした取組に

より、近年では離職率が改善しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 社会福祉法人ふれあい 

（みなみみのわふれあいの里） 

設立 平成 22 年 2 月 

所在地 上伊那郡南箕輪村 1634-349 

事業 地域密着型介護老人福祉施設 

小規模多機能型居宅介護事業所 

サービス付き高齢者向け住宅 

従業員数 40 名 

（関連法人を含めると 100 名） 
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体、どうなったら一人前になれるのか」といっ

た職員の声をきっかけに、こうした不安の声に

応えるため、社内でキャリアパスや人材育成の

検討を行い、必ずしも経験年数が本人の能力を

担保するものではないとの結論から、それまで

の、経験年数を職能給として反映する就業規則

から、勤続年数だけでなくその能力を基本給に

反映する形の就業規則に改め、業務評価シート

を用いて職能給を評価する方法を平成 20 年に

導入しました。 

導入に際しては、NPO 法人長野県宅幼老所・

グループホーム連絡会から情報や資料提供を

受け、これを参考に法人の実態に合わせて作成

しました。 

業務評価は賞与のタイミングと連動し、年 2

回の評価を行っていますが、毎年、少しずつ見

直しながら運用しています。 

社会福祉法人ふれあいでは、先行して導入さ

れた株式会社ふれあいの制度を踏まえ、設立の

しばらく後に、業務評価シートによる評価を取

り入れ始めました。（図表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず職員が自己評価を行い、その後、上司に

よる評価を行った後、上司との面接が行われま

すが、この面接は職員と上司が膝を突き合わせ

て、じっくりと話し合う貴重な機会となってお

り、法人が求める姿に対して自分の出来ている

こと、課題を明確にすることと、自分自身が気

付いていない自分の出来ている点を知っても

らうことを業務評価シートへの記入と面接を

通じての目標としています。（図表２、図表３）

職務を遂行する能力が職能給として評価され、

自分が頑張って取り組んだ分、給与等に反映さ

れることで、モチベーションの向上につながる

ことを期待してのものです。 

社会福祉法人ふれあいのキャリアパスは、新

人スタッフの第 1 段階から、管理者（施設長）

の第 6段階まで、6階層で構成されていますが、

それぞれの職層で、必要となってくる「知識・

技術」、「倫理」、「清潔」、「コミュニケーション」、

「ストレス」、「組織として求められる機能」、

「資格取得」が分かりやすく設定されており、

将来のキャリアをイメージしやすい形となっ

ています。（図表４） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図表１：自己評価（チェック表）） 
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法人理念の実現に向けた研修・資格

取得への支援 
 

社会福祉法人ふれあいでは、法人理念である、

老いを共に楽しむために、利用者が楽しめる場

を作るためにどうするか、を考えながら人材育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成に取り組んでいます。 

新人職員に対する OJT では、職員一人ひと

りが夢を持ち、それぞれの夢を達成するために

何をすべきかをチームで共有し、個々の取組を

支援し解決能力を高めることで、結果的に利用

者の目標や夢を実現するための解決能力が高

（図表４：社会福祉法人ふれあい キャリアパス・職層） 

（図表２：介護職業務獲得目標（評価）） （図表３：面接シート） 
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まるよう指導しています。OJT はコミュニケ

ーションに注意しながら進め、習熟度により 3

カ月から半年の期間をかけて行っています。 

また、外部研修は、職員が学びたい・資格を

取りたい気持ちを応援するため、希望する研修

に参加できるよう、シフトのやりくりや、有休

休暇を使って研修に参加した場合には公休扱

いとして実質的に休暇日数を減らさないよう

にしたり、受講費用の補助（上限 5 万円）を行

うなどの配慮をしています。また、例えば介護

福祉士資格を取得した場合には、取得月から資

格手当を支給するとともに、交通費や受験費用

の補助（上限 2 万円）を行うなど、努力した結

果が給与等にストレートに反映され、モチベー

ションアップにつながる工夫をしています。 

 また、内部研修についても、感染症予防や救

命救急、介護者体験など、職員の希望を聞きな

がら研修計画を作成し、毎月、法人の全職員が

参加する研修会を開催しています。 

 

近隣の介護事業所との交流を通じて、

職員が相互にレベルアップし、課題

解決に取り組む環境を整備 
 

この他に、近隣の介護事業所との合同研修会

として、5 年前から「新しい介護研修」を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、介護技術や高齢者の特性などについて、事

業所間で声を掛け合い、共に学ぶ機会を設けて

います。 

また、1 回／2 月の頻度で近隣の介護事業所

との相互交流の機会（勉強会、懇親会など）と

して交流イベント「コア・コミュ会議」を持ち

回りで開催しており、職員同士が横のつながり

を持ち、お互いに困りごとの相談やそれぞれの

事業所の良い点を確認し合える機会も設けて

います。 

それぞれ事業を行う法人としては異なりま

すが、互いに出し惜しみなく情報を提供し合い、

ケアの質の向上や職員の処遇向上、離職防止な

ど、地域の事業者が抱える様々な課題を連携し

て解決することを目指して取り組んでいます。 

この他、法人独自の取組として、管理者階層

の職員には事業運営を考えてもらうために「思

考整理シート」を作成してもらっています。 

これは、管理者自身のやりたいことを事業計画

書にまとめてもらう前段階のものですが、経営

者感覚を身に付けてもらう訓練として行うも

ので、社内ベンチャーを想定し、いずれは地域

のニーズを捉えて新たな福祉・介護事業の立ち

上げにつなげ、将来は経営者として地域に貢献

する事業を積極的に展開してもらうことを期

待してのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞ 本事例のポイント 
● キャリアパスと評価制度の導入、法人理念の共有等の取組により離職率が改善 

● 地域のニーズを捉えたサービスを積極的に展開。また、近隣事業所と相互に連携し

ながら地域課題の解決に取り組む 

●キャリアパスは、資格と経験を基にしたものから、客観的な「できる」の評価を重視 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご担当者からのひとこと 
社会福祉法人ふれあい 

 副理事長 東 孝雄さん 当法人では、関連法人の取組を参考に、3 年程前か

らキャリアパスと評価制度の導入に取り組み、合

わせて仕事の魅力ややりがい、法人理念や目指す

べき姿を日頃の業務や面接などを通じて、職員と

よく話し合いをして共有するよう取り組んできま

した。離職率も今では 10％以下に改善しました。

これからも地域に必要とされるサービスを提供し

ていきたいと思います。 
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働く職員自身が仕事を楽しまなけれ

ば、介護の質は向上しない 
 

同社では、代表がスウェーデンで看護師として

働いていた経験から、約 11 年前の設立時より、 

・育児期間などに働きやすい時間帯での短時間

勤務（ワークライフバランス） 

・夜勤専従職の導入（ワークシェア） 

・職員が全員介護福祉士や介護支援専門員の資

格取得を目指す支援（スキルアップ） 

の３つに取り組んでいました。 

そんな中、5 年前には、 

・「年間離職率０％の達成」 

・「介護福祉士の取得率 90％以上」 

・「年間の年次有給休暇の取得率 60％以上」 

を達成しました。 

しかしその後、介護福祉士資格手当より上の職

能（資格）手当がないことで職員のモチベーショ

ンが低下、さらに学習する目標を失い意欲を喪失

した結果、なれあいとなり介護の質がなかなか上

がらない状況となり、それが原因となり新規利用

者の獲得や職員採用にも苦慮するというマイナ

スの影響に繋がっていきました。 

 そこで、職員自身が「利用者がここなら入居し

たいって思うホームってどんなところだろう」と、

考え、下の表のように考えました。 

このように「自分たちが働きたくなる職場」に

ついて、延 7日間、中核になる職員で自分たちの 

働く価値について考え、現在の同社の理念『医療

ＯＪＴを人材教育の柱に、キャリア

段位制度を組み込んだキャリアパス

制度の構築を進める 

株式会社リゾートケアハウス蓼科では、開設

５年目に、職員の介護福祉士資格取得率が 90％

に達しました。 

ところが実際には、良いケアが提供できる体

制になったはずが、介護の質は向上しないとい

う状況になっていました。 

インセンティブが手当のみであったことで、

資格手当が支給されたことで目標がなくなり、

職員の勉強することへの意欲が低下したことが

原因のひとつでした。 

そして介護の質の向上に対する意欲が低下し

た結果、新規利用者や新規職員の確保が困難に

なるという悪循環に陥りました。 

この悪循環を断ち切るため、職員間で働くこ

との価値観を共有した結果、キャリアパスの構

築の必要性を見出し人材育成の取り組みを進め

ています。 

 

 

名称 株式会社 

リゾートケアハウス蓼科 

設立 平成 17 年 2 月 

所在地 茅野市豊平 2552 

事業 特定施設入所者生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

従業員数 51 名 

 

 「利用者がここなら入居したいって思うホ

ームってどんなところ？」 

 
「地域で一番いいホームじゃない？」 

 
「地域で一番のホームであれば、利用者は

入居したいし、職員もここで働きたいと思

うんじゃないかな？」 

 
「じゃあ、自分たちが”ここで働きたい！

“と思える職場って何だろう？」 

事例⑧ 株式会社リゾートケアハウス蓼科 
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福祉という場から、ＨＡＰＰＹな地域社会を創出

する！』のもとになるアイディアを共有しました。 

 理念を中核職員と再構築したことで、キャリア

パスと人材育成に関して「相手のために」（ここ

での相手とは、職場の仲間、入居者の方、その方

の家族、地域の方です。）、自分たちがＨＡＰＰＹ

であることを大切にする」、という目指すものが

できました。 

 目指す方向ができたこと、そしてそれを職員間

で共有したことで職員のモチベーションが向上

し、日々のケアプロセスの改善や毎日定時のカン

ファレンスの仕組みの導入、就業規則の改善につ

ながっていきました。 

 

職員が仕事を楽しむためには、「知識」

と「技術」が必要 
 

職員が「ＨＡＰＰＹ」になるには、日々の仕事

が楽しくなることが重要で、仕事を楽しむには、

「怖いこと（=知らないこと）」「できないこと（＝

失敗することや出来ないことがあると憂鬱にな

る）」などの「不安要素」を取り除いて、「できる

こと（技術）」、「わかること（知識）」を増やす、

そういう取り組みの中で「できる」「わかる」こと

が増えれば、仕事が楽しくなると考えました。 

そしてこのプロセスに一つずつ取り組むこと

が、介護の質の向上に繋がり、利用者のためにな

ると考え、「わかること」を増やすために積極的

な研修などへの参加を支援しています。 

特に、グループホーム職員に関しては、認知症

介護実践者研修などを計画的に受講できるよう

に支援する取り組みをすすめ、社内研修では社外

での研修内容をもとにカリキュラムを作成し研

修を実施しています。 

 

ＯＪＴを通じて、職員間の関係性を構

築する 

 
特に新人教育においては、日々のケアプロセス

自体がＯＪＴになるような仕組み

を作り、スキルアップが身近に実感

できるよう取り組んでいます。 

 同社では新規採用者や、異動があ

った職員には、まず研修報告書（図

表１）を毎日作成してもらうことに

なります。 

これにより毎日、目標を立て、書

き出すことで、その目標を意識して

一日仕事に取り組むことができま

す。小規模の事業所で、かつ変則勤

務であることにより、新人職員に専

属のメンターを決めて配置するこ

とが難しく、非効率的なため、午前・

午後とそれぞれに研修担当職員を

決めて配置し、職員全員で新人職員

に関わり、指導するスタイルをとっ

ています。 

多くの職員が新規採用者の教育

に関わるので、教えたことが職員間

で共有できるよう、基礎介護力チェ

ック表（図表２）を作成し活用して

います。 

（図表１：研修報告） 

 

書 
（図表２：基礎介護力チェック表） 



34 

 

このチェック表により利用者個々に合わせた

ケアの実践によるスキルアップなど教育訓練が

できるようになっています。 

同一法人の他事業所から異動してきた職員も

研修報告書を使いますが、これは研修報告書をコ

ミュニケーションの仕組みの一つとして考えて

いるからです。 

特に経験のある職員にとっては、「出来ない」

ことを口に出しては聞きづらく、さらに職員間の

関係性がまだ薄い中ではなおのことであるため、

ツールを活用することが職員間の互いの垣根を

超えやすくすることに役立っています。こうした

取組などにより、ケアのプロセスが明確化され、

誰が勤務しても、日々カンファレンスしながらケ

アが実践できるようになり、一人ひとりの負担感

が減りました。 

研修報告書とチェック表による指導は、個人

差がありますが、４カ月程度行います。 

 

 

キャリア段位制度を評価制度と給与

制度に組み込んでいくことが今後の

課題 

 

 同社は開設当初は給与については収益が出た

分は賞与として支給してきましたが、事業を拡大

し職員数が増えきたことと、現行の介護報酬の制

度の中で、定期昇給以外の昇給をどのように組み

込んでいくかという課題を持っています。 

 加えてもう一つの課題として社内の年齢構成

に合わせて働き方のデザインを再構築すること

があります。 

同社のスタッフの年齢構成は特に 40 代・50 代

が多くを占め、20 代が少ない構成になっていま

す。設立から時が経過する中、スタッフも「体力

的に厳しくなった」「子どもが就職して余裕がで

きたから、自分のために時間を使いたい」などの

理由から勤務時間を減らしたり、時間的により柔

軟に働きたいとの要望も出てきています。 

そのためには、ワークライフバラ

ンスと多様な働き方の実現に向けた

会社の体制づくりが必要です。 

具体的には、正職員とパートを同

一労働同一賃金に近づけることと、

昇給条件の「尺度」としてキャリア段

位制度を導入することが、この２つ

の課題を解決に導く鍵になると考え

ています。 

正職員（フルタイム）であってもパ

ート職員であっても「その人」の「ス

キル」や「価値」は変わらないのであ

れば、賃金は変わらないとの考えか

ら、同一労働同一賃金に近づけてい

きたいと考えています。 

キャリアパスを大まかな軸として、

子育てや介護など様々な場面の中

で、”出たり入ったり（フルタイムに

なったりパートタイマーになったり）

の自由“がある、そうした形の制度に

していくイメージを持っています。 

 

（図表 2：基礎介護力 チェック表） 

 

書 
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キャリア段位制度は、全国共通で使える評価の

尺度になると考えていますので、これまでの人事

考課制度に組み込んでいくことで、「できる」の

評価が明確になると考えています。 

また、キャリア段位制度による外部評価を受け

ることで職員の仕事に対する姿勢に緊張感が生

まれ、さらにキャリア段位制度のレベル認定を給

与制度に具体的に組み込んでいくことができれ

ば、キャリアパスがより客観的になり、職員のキ

ャリアアップのモチベーションの向上に繋がる

のではないかと期待しています。 

そして「能力」が給与の評価水準の一つになる

ことは、同一労働同一賃金の実現にもプラスの効

果があると考えています。 

 同社は小規模ながらこれまでに４人のキャリ

ア段位制度の評価者を養成し、キャリア段位制度

を組み込んだキャリアパス制度の構築を進めて

います。 

 

多様な人材の受け入れに向けて、県内

外の様々な機会で採用活動を実施 

 

 

 

リゾートケアハウス蓼科では、その人の「スキ

ル」に応じて、柔軟な働き方ができる人事制度・

職場づくりと合わせて、県の内外を問わず、多様

な人材の入職に向けた採用活動を活発に行って

います。 

特に、県と県社会福祉協議会が東京で開催して

いる県外就職説明会（於：「銀座ＮＡＧＡＮＯ」）

には、平成 27・28 年度の２年連続で参加してお

り、首都圏で人気が高い信州・諏訪地域の魅力と

合わせて、同社の目指すケアの姿を、長野県への

移住を希望する皆さんに、プレゼンテーションや

個別面接会を通じて直接ＰＲするなど、積極的な

情報発信を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 私たちは小規模法人ですので、いろいろなことを

「自分たちで学び、みんなで考えて行動する」という

スタンスで考えることが多いです。 

 そんな雰囲気の中で、一緒に働く仲間と話しながら

考えた行動の指針である「相手もHappy、自分もHappy」

は、クライアントと医療・介護従事者がお互いに主体

性を発揮できるようにエンパワメントし合い、共に

Happy に生きるという、私たちの目指している姿を表

現しているものです。 

 「笑顔が Happyを連れてくる」という言葉のように、

笑顔と楽しむ気持ちを大切に、「ホームがあってよか

った」と地域の方に感じてもらえるようにスタッフみ

んなで頑張っています。 

☞ 本事例のポイント 
● 新規採用職員の育成は、職員全員が関わるＯＪＴを中心に、コミュニケーションを重視 

● キャリアパスは、資格と経験を基にしたものに、客観的な「できる」の評価を加えていく取

り組みを進めている 

ご担当者からのひとこと 

株式会社リゾートケアハウス蓼科 

   管理者 山田 智大さん 
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□検討体制・作成経過 

１ 福祉・介護人材確保ネットワーク会議人材育成部会 構成員名簿  （順不同、敬称略） 

区分 氏  名 所属・役職 

部会長 中島 豊 長野大学社会福祉学部教授 

部会員 竹重 俊文 長野県宅老所・グループホーム連絡会常務理事 

部会員 三村 仁志 長野県社会福祉士会会長 

部会員 畠山 仁美 長野県介護福祉士会会長 

部会員 小林 広美 長野県介護支援専門員協会会長 

部会員 村岡 裕 社会福祉法人依田窪福祉会常務理事 

部会員 永田 理香 高崎健康福祉大学健康福祉学部社会福祉学科准教授 

部会員 塩原 昭夫 長野県健康福祉部地域福祉課課長補佐兼福祉人材係長 

アドバイザー 杉山 逸人 杉山社会保険労務士事務所代表 

２ 作成経過 

年  月 内  容 

平成 26年６月 「福祉・介護人材確保ネットワーク会議」（人材育成部会）立ち上げ 

平成 28年８月 第１回人材育成部会（事例集作成に関する検討） 

平成 28年 11月 第２回人材育成部会（事例集の構成、取材先、取材数の検討） 

 各事業所への取材・編集作業 

平成 29年 1月 第３回人材育成部会（事例集（案）の内容確認、校正） 

 

 

□今後に向けて 
 長野県、長野県社会福祉協議会（福祉人材センター）並びに「長野県福祉・介護人材確

保ネットワーク会議」では、本事例集の作成をきっかけに、県内介護事業所のキャリアパ

ス構築・人材育成の取組が一層促進され、介護の仕事に携わる皆さんが将来を見据えて働

き続けることができる環境づくりに、今後も取り組んでいきます。 

 

 なお、現在、長野県社会福祉協議会（福祉人材センター）が開催しております「福祉職

員生涯研修」において、キャリアパス構築に取り組む事業所向けに「キャリアマネージャ

ー養成課程」を設けて、その取組を支援しています。 

巻末に、平成 28年度の資料の一部を掲載しますので、参考にご覧ください。 

 

また、研修に関する詳しい情報は、以下のサイトをご覧ください。 

 

◇「長野県福祉研修実施団体共同サイト「きゃりあねっと」http://www.career-net.jp/ 

 

 
  

 

http://www.career-net.jp/


福祉の人材育成における現状と課題
―キャリアパスの基本的理解―

高崎健康福祉大学 永⽥理⾹

1

【１日目】講義・演習
はじめにー人材育成に関する政策と福祉サービスの特質―

１．人材育成の基礎的知識
２．キャリアパス構築の現状と課題
３．人材育成に活用できるキャリアパスとは

―今までの演習成果の分析―

４．キャリアパスの年間研修計画と人事評価への活用
５．キャリアパス活用事例発表（前年度受講事業所）
６．キャリアパスの作成演習

【２日目】演習
１．キャリアパス作成プロセスの振り返り
２．キャリアパスの修正作業
３．キャリアパスを活用した年間研修計画・研修企画

ー２日目までの約１ヶ月間、事業所の実態に合わせてキャリアパスを修正―

2



福祉人材育成に関する政策
〇福祉・介護ニーズは多様化・複雑化しており、質の高い
サービスを確保するためには、従事者の確保と共に、専門
性の向上を図ることが求められてきている。

〇「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に
関する基本的な指針（福祉人材確保指針）」の改定
（2007年8月）

〇介護職員処遇改善交付⾦事業（2007年10月、障害者福祉制度では福
祉・介護人材の処遇改善事業助成⾦、2012年４月から介護職員処遇改善加算）

生涯研修体系に対応でき生涯研修体系に対応でき生涯研修体系に対応でき生涯研修体系に対応でき
るキャリアパスの条件がるキャリアパスの条件がるキャリアパスの条件がるキャリアパスの条件が
明確化されていない明確化されていない明確化されていない明確化されていない

各団体が示したキャリアパスモデルにおける各団体が示したキャリアパスモデルにおける各団体が示したキャリアパスモデルにおける各団体が示したキャリアパスモデルにおける
段階ごとに求められる能力項目の記述が抽象的である段階ごとに求められる能力項目の記述が抽象的である段階ごとに求められる能力項目の記述が抽象的である段階ごとに求められる能力項目の記述が抽象的である 3

福祉人材育成の現状における課題

〇対人援助を基本とする福祉実践は、非⾔語的知識である
「暗黙知」によって多くの部分を支えられている。

〇福祉経営の視点からみても、人材の育成、定着は、施
設・機関の安定的な運営において欠かせないものであり、
組織的な取り組みが求められている。

人材育成の基準が不明確になりやすく、結果として福
祉・介護サービスの質の低下につながりやすい。

ＰＤＣＡマネジメントサイクル等が取り入れられてい
るが、具体的な方法については提案がなされていない。

4



「キャリア」の２つの側面

１．客観的側面（組織における役職や職務など）

２．主観的側面（個人の価値観やモチベーションの変化など）

※キャリアは歩む本人によっても評価（⾃⼰認識）されるべきもの
＝仕事のやりがい

キャリアパスの捉え方

「キャリアパス」
＝組織における職務の道すじ（昇格等の根拠）

＋個人における将来展望（＝やりがい）
5

人材育成マネジメントサイクル

プロセスにプロセスにプロセスにプロセスに
おける評価おける評価おける評価おける評価
を重視を重視を重視を重視

職場内研修の職場内研修の職場内研修の職場内研修の
ワークショップワークショップワークショップワークショップ
等を活用し、協等を活用し、協等を活用し、協等を活用し、協
力してチームで力してチームで力してチームで力してチームで
作成作成作成作成

キャリキャリキャリキャリ
アパスアパスアパスアパス
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「キャリアパス作成上の問題点及び今後の課題」
ｎ＝194

カテゴリ 記録単位数
（％）

キャリアパスの構築方法 59(30.4%)

評価基準の明確化 31(16.0%)

予算・給与との関わり 27(13.9%)

職員の意識への影響 17(8.8%)

事業所の規模 15(7.7%)

研修との関わり 14(7.2%)

キャリアパスに関する共通認識の形成 10(5.2%)

キャリアパスの運用 8(4.1%)

その他 13(6.7%)
長野県社協「福祉・介護サービス従事者のキャリアパス構築及び研修実施状況等に関する調査」2011

自由回答式質問への回答（185箇所、40.5 %）から内容分析の手法により194記録単位を抽出

7

段階 特徴 内容

第５
段階 整備・決定レベル

・施設の方針を⽴て、決定する
・職場環境を整える
・法人の理念に基づき経営の改善を図る
・⾏政や地域の社会資源との連携を構築する

第４
段階 提案・改善レベル

・法令や職員の状況を把握し、業務の改善を提案できる
・法人の理念に沿った指導をする
・研修計画を⽴案し、評価する
・業務のマニュアルを作成する

第３
段階 指導・助⾔レベル

・法人の理念に基づいて⾏動するよう指導する
・部下に対し助⾔することができる
・チームの目標を設定し課題解決ができる
・地域の社会資源との連携・調整ができる
・研修を提案することができる

第２
段階 理解・⾃⽴レベル

・チームにおける⾃分の役割を理解する
・苦情を知り対応することができる
・職場のルールを理解し後輩を指導できる
・研修に参加し、知識・技術を業務に活かすことができる

第１
段階 知る・覚えるレベル

・仕事や業務の内容を知ることができる
・職場のルールを守ることができる
・社会人としてのマナーを守ることができる
・上司の指⽰を受け業務を⾏うことができる
・研修に参加することができる

演習結果から導き出された
５段階の特徴

能⼒項目を書き出す
際の指標として活用

8



9

キャリア
パス

指導する
・研修プログラムの開発・研修プログラムの開発・研修プログラムの開発・研修プログラムの開発
・年間研修計画の作成・年間研修計画の作成・年間研修計画の作成・年間研修計画の作成

⼈事管理
に活用す

る

教材を
作成する

評価する

・保有する技術・技能の評価・保有する技術・技能の評価・保有する技術・技能の評価・保有する技術・技能の評価
・能力的なウィークポイントの検索・能力的なウィークポイントの検索・能力的なウィークポイントの検索・能力的なウィークポイントの検索
・職員の現状把握と経営戦略の立案・職員の現状把握と経営戦略の立案・職員の現状把握と経営戦略の立案・職員の現状把握と経営戦略の立案
・教育計画の立案・教育計画の立案・教育計画の立案・教育計画の立案

・継続教育マニュアルの作成・継続教育マニュアルの作成・継続教育マニュアルの作成・継続教育マニュアルの作成
・・・・OJTOJTOJTOJTマニュアルの作成マニュアルの作成マニュアルの作成マニュアルの作成
・テキスト・教材の開発・テキスト・教材の開発・テキスト・教材の開発・テキスト・教材の開発

・管理職へのマネジメント教育・管理職へのマネジメント教育・管理職へのマネジメント教育・管理職へのマネジメント教育
ツールとして実施ツールとして実施ツールとして実施ツールとして実施
・人事評価への活用・処遇の・人事評価への活用・処遇の・人事評価への活用・処遇の・人事評価への活用・処遇の
決定決定決定決定
・人事配置への活用・人事配置への活用・人事配置への活用・人事配置への活用

活用

活
用活

用

森 和夫『人材育成の「見える化」上巻』2008,p110を一部改変

用活
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従来の方法

漠然とした研修目標
↓

漠然とした研修プログ
ラム

↓

成果が⾒えない
わからない

キャリアパスを活用した研修企画
キャリアパス活用方法

キャリアパスに記載され
た能⼒
＝明確化された研修目標

↓

能⼒を組み合わせた効率
のよい研修プログラム作
成

↓

研修効果の測定が可能
11

キャリアパス作成のポイント
１．評価ができるように、できる限り「具体的な」表現にす

る。

２．一文に２つ以上の要素を入れない。

３．⾔葉の定義を明確にする。

４．カテゴリの範囲を明確にする。

５．タテ（段階ごと）のつながりをつくる。
①第１段階から第２段階へのつながりができているか（同様に第２段
階から第３段階・・・）

②第１段階から第５段階まで段階的に内容が設定されているか。

６．ヨコ（カテゴリ）のつながりをつくる。
①段階ごとに学ぶべき内容が網羅されているか
②カテゴリ名と学習内容が一致しているか 12


